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はじめに 

 
水田魚道は、生物多様性に寄与する手法として近年、全国各地でその取り組みが進められて

おりますが、中国四国地域においてはまだ取り組みが少ない状況にあります。 

水田魚道に関するワークショップ（以下「ワークショップ」という。）は、事例紹介などを通

じて、知識の共有を図り、知見を深めることを目的に平成２０年２月に４名の委員を構成員と

して設立しました。 

平成２２年度までに６回のワークショップの開催を重ね、ここに「水田魚道に取り組むため

の手引き～水田魚道はなぜ楽しいか～（以下「本手引き」という。）」を取りまとめるに至りま

した。 

環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実施については、「農業農村整備事業における生

態系配慮の技術指針（平成１９年２月（社）農業土木学会）」、水田魚道の施工に関する技術資

料については、「水田魚道づくりの指針」（平成２２年３月(社)農村環境整備センター）が発行

されていますが、本手引きでは、「これから水田魚道に取り組むにあたって、どんな取り組み方

や楽しみ方があるのか？」と考えている方を中心に、行政だけでなく、農地・水・環境保全向

上対策加入組織、ＮＰＯ法人、地域の自治会、子供会などの方などに活用していただけるよう、

水田魚道の楽しみ方についての視点で作成しております。 

本手引きには、水田魚道をきっかけに、生き物への効果だけでなく地域の伝統文化を復活さ

せた実例などを紹介しており、本手引きを参考に地域にあった楽しみ方を見つけて、地域の生

き物を再発見し、楽しんでもらうことによって地域にどのようなメリットをもたらすことがで

きるかを考えてもらうことを期待しております。 

水田魚道の取り組みは発展途上であるため、本手引きについても引き続き、水田魚道の取り

組みを実施した方などからの意見を踏まえ、よりよいものにしていきたいと考えております。 

最後に、本手引きを取りまとめるにあたり、貴重な意見を頂いたワークショップの委員、参

加者の方々には、厚く御礼申し上げます。 

 

水田魚道に関するワークショップ委員 

 

座 長 

日鷹 一雅 准教授   愛媛大学農学部生物資源学科・大学院農学研究科  

委 員 

岩田 明久 教授    京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

角道 弘文 准教授   香川大学工学部安全システム建設工学科 
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普及編 

第 1 章：水田魚道の楽しみ方 

 

農村地域では、いろいろな生き物が棲んでおり、地域と人と生き物は昔から

密接に関わりあっています。近年ではこの関わりが希薄になってきており、生

き物が生きていく場所が少なくなっているだけではなく、従来、農村地域の環

境を維持してきていた人が少なくなり、限界集落の問題などもとりざたされて

います。 

これらの問題を解決するために、全国で様々な取り組みが進められています

が、「地域と生き物の関係」、「人と生き物の関係」を見つめ直す時が来ている

のではないでしょうか。 

本手引きで紹介する水田魚道は「さかなたちの道」ですが、さかなたちだけ

のものではなく、田んぼの周りの生き物と地域で暮らしているみなさんともつ

ながっており、水田魚道の取り組み方によっては、農村地域の振興に役立てる

ことができる可能性を秘めています。 

本手引きでは水田魚道を一つのきっかけとした“地域づくり”をテーマに水

田魚道の取り組み方について紹介します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水田魚道の設置 えんたのれんこん収穫祭 

1. 2. 
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１．水田魚道からはじまる楽しみ（５つの取り組み） 

水田魚道には色々な目的があり、地域にあった取り組み方があります。今までは、水田魚道の構

造ばかりに目がいきがちでしたが、ここでは、地域と人と生き物の関係を見つめ直すきっかけづくり

として、水田魚道の５つの楽しみ方について紹介します。 

取り組み方の目的はそれぞれ異なっていても、楽しんでいるうちに、水田魚道の取り組みが「進

化」したり、参加している人の人間関係が向上したり、それに伴って地域自体が潤ったりと、別の楽

しみにつながっていくことがあります。水田魚道の取り組みは“元気な地域づくり”のひとつのきっ

かけに過ぎないかもしれませんが、その第一歩になることを期待して地域に合った楽しみ方を見つけ

ましょう。 

 

 

 

 

【水田魚道の 5 つの取り組み方】 

いきものの魚道→P11 

いやしの魚道→P3 

まなびの魚道→P5 

たのしく つながる 

水田魚道 

もうかる魚道→P9 くらしの魚道→P6 

癒されたい、学びたい、もうかりたいなど      

水田魚道の取り組み方は地域によってそれぞれです 

g22ia0
テキストボックス
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1.1 いやしの魚道 

水田魚道の設置をきっかけに、「生き物や生き物が育まれている環境を見て癒される」、維持管理活動

を通じて「いい汗をかいたり、ドロにまみれて心が落ち着く」あるいは、魚が泳ぐ田んぼで「生産者と

消費者の収穫体験交流」など生き物、土、人との触れ合いから心を癒すものです。 

地域や取り組みの参加者全員が楽しんで積極的に取り組めるという意味では、「楽しい魚道」という

表現も適しています。 

 

【水田魚道を契機とした地域固有の文化の復活の事例】 

 徳島県鳴門市の「えんたのれんこん推進会議」では、水田魚道を契機に下図のようなプログラムを組

んで、田んぼづくりから収穫まで参加者全員が楽しみ、癒されながら地域環境の維持管理や農村コミュ

ニティーを再生する取り組みを推進しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

3. 

5. 

（５月） 

田んぼづくり 

肥料まき 

うえつけ 

田舟の活用（田船レース） 

畦畔シートの設置 肥料まき 

レンコンのうえつけ 

4. 

6. 
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出典：えんたのれんこん推進会議ＨＰ 

13. 14. 

（６～７月） 

草取り 

泥上げ 

生きもの観察 

（１０月） 

収穫準備 

ザリガニ捕り＆

釣り 

8. 7. 

草取り作業 

地域内外住民による収穫祭 

泥上げ作業 

生きもの観察 1 生きもの観察 2 

（１１月） 

収穫祭 

レンコン収穫作業 

軸倒し作業 ザリガニ捕り 

9. 10. 

11. 12. 

4



活 用 

1.2 まなびの魚道 

小学校の学習指導要領には「今、求められる力を高めるための学習指導」として、探求的な学習・協

同的な学習・体験活動の重視という項目があります。子どもたちの実態に応じ、学校が創意工夫を生か

して特色ある教育活動が行える時間として定められている総合学習の時間や、地域でのイベント活動な

どを活用して、水田魚道をテーマに身近な生き物と触れ合い、農作業の体験などを通じた環境教育や情

操教育の場として活用することができます。 

活動内容を工夫することで、農地の草刈りや水田魚道の維持管理などを子ども達と一緒に行うことに

より故郷を思う気持ちを醸成したり、地域の将来のリーダーを育てるといった地域側のメリットもうま

れます。 

【小学校のカリキュラム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 魚の観察・同定作業 

出典：文部科学省 HP  

小学生による魚の捕獲作業 

15. 16. 
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1.3 くらしの魚道 

1.3.1 淡水魚の利用や郷土料理 

中国四国地方には以下のような淡水魚を使った郷土料理が存在します。水田魚道によって魚を増やし、

地域の淡水魚食文を復活することによって、「地域の暮らし再生」「郷土料理のもてなしの心から地域の

絆の再生」といった効果となる可能性をもっています。 

島根県 ドジョウ甘露煮 鳥取県 ナマズ料理 

「ドジョウ踊り」発祥の地として有名な島根県安来市の

郷土料理の一つで、素揚げしたドジョウを酒や砂糖、みり

んで煮込んだ甘露煮です。 

 

吉岡温泉の近くにある湖山池では日本でここしか残って

いない「石がま漁」をはじめ、カンコと呼ばれる舟の漁な

どが行われており、なまずは昔から貴重なタンパク源とし

て重宝されていました。なまずは白身で、意外にもドロ臭

くなく、その昔から高級料理であったと伝えられています。 

 

広島県 ギギュウの干物 岡山県 鮒飯 

ギギュウの干物は広島県三次市の郷土料理です。干物を

油で揚げて蒲焼きのタレをかけたもので、歯ごたえのある

パリッとした食感を楽しめ、地域では滋養強壮に良いと昔

から珍重されています。なお、ギギュウとはナマズ科の魚

「ギギ」のことで、生活史として田んぼは利用しないもの

の、ドジョウなどの魚を餌に、主に水路で生息している田

んぼ廻りに由来する淡水魚です。 

 

鮒飯は岡山県に伝わるフナを用いた郷土料理です。かつ

ては、水田でふ化した小さな幼魚を包丁でたたいて調理し

ており、その音から“とんとこ飯”とも呼ばれています。 

現在では幼魚を手に入れるのが難しく、大きな個体を機

械でミンチにしたものを利用しています。県内では地元の

祭りの際にふるまっている地域もあり、好評を博していま

す。 

 

17. 

出典：やすぎどじょう生産組合 HP,『どじょう通信』 

ドジョウ甘露煮 

18. 

なまず料理（しゃぶしゃぶ） 

出典：鳥取の特産品あっとろし旬の市 HP 

19. 

ギギュウの干物 

出典：HPぼうずこんにゃくのお魚三昧日記 

20. 

鮒飯 
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山口県 どじょう汁 香川県 どじょううどん 

 
どじょううどんは香川県の郷土料理で、刻んだ唐辛子を

入れてゴミを吐かせ、煮干しや昆布で出汁を取って、里芋、

ゴボウ、なす等と煮込んだ味噌風味のうどんです。 

昔は地域で採れたたどじょうを利用していましたが、近

年では国産が少ないため、主に中国産、韓国産などの輸入

したものを利用しています。 

 

愛媛県 なまず粥 徳島県 なまず汁 

なまず粥は、愛媛県西予市に伝わるなまずを用いた郷土

料理です。水田地域でとれたナマズを米、ゴボウ、タマネ

ギとともに煮込んだおかゆです。 

 

なまず汁は塩漬けしたなまずをぶつ切りにして、味噌で

煮込んだ郷土料理です。なまず汁はお産の時にとくに重宝

がられ、出産後にわらで編んだ「ずぼけ」に入れて持って

行く風習があり、産後に食すと肥立が良いとされています。 

 

出典：聞き書 山口の食事 

21. 

どじょううどん 

22. 

出典：(財)えひめ産業振興財団 HP 

『愛媛の郷土料理 100 選』 

23. 

なまず粥 

24. 

出典：聞き書 徳島の食事 

なまず汁 
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高知県 ゴリの卵とじ 

ゴリとは四万十川で「モジ」という仕掛けに追い込む漁

法によって捕まえるハゼ科の魚で、ゴリの卵とじはゴリを

塩で揉んで大根、醤油、みりん、砂糖などと煮込み、卵で

とじて、葉ニンニクやワケギを添えた郷土料理です。 

 

 

1.3.2 淡水魚文化の復活と食料自給率について 

 日本の食料自給率はカロリーベースで 40%(平成 21 年度)となっており、そのうち、魚介類の自給率は

53%で、約半分は諸外国からの輸入に頼っています。 

 

【食料自給率の推移】 

 
出典：農林水産省 HP,『H21 年度の食料自給率について』 

 
耕作放棄地を利用したドジョウの養殖などの取り組みが各地ではじまっています。将来、食料問題の

深刻化が予想され、諸外国からの輸入に頼っている現状において、広大な面積を有する水田の活用はと

ても有効です。水田魚道の取り組みにより淡水魚の食文化を再生させることは食料自給率の向上にも寄

与する可能性をもっています。 
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25. 

ゴリの卵とじ 

出典：地産地消推進 HP, 『おいしい風土（Food）高知』 
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1.4 もうかる魚道 

1.4.1 生き物をシンボルにした農産物 

中国四国地方の実例として、田んぼに関わる生き物をテーマにして農産物等に付加価値をつけて販

売している地域があります。紹介している事例は水田魚道の取り組みよるものではありませんが、水

田魚道をひとつの方法として利用し、農産物のイメージを向上させることは、営農上のメリットとし

て注目されています。 

  

【中国四国管内の生き物をシンボルにした農産物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鶴の舞（愛媛県西予市）】 

 

【つるの里米（山口県周南市）】 

 

26. 

28. 

【源五郎米（広島県尾道市）】 

 

【かあちゃんれんこん（徳島県鳴門市）】 

 

 

（カワバタモロコ） 

【メダカのいる田んぼのお米】 

（高知県日高村） 

 

27. 

29. 

30. 
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【コウノトリ育む農法とは】     31. 

①環境配慮の項目 

 ・無農薬および減農薬栽培 

（使用する場合は魚毒性の低いものに限る） 

 ・温湯消毒、畦草管理 

②水管理の項目 

  ・深水管理（除草効果を高め、生き物の生息をし易くする） 

・中干し延期（オタマジャクシ・ヤゴの成長のため） 

・早期湛水（田植より1ヶ月前から水を張り多くの生き物を育てる） 

③資源循環の項目 

・堆肥・地元有機資材の活用（病気につよく食味の良い稲作りのため） 

④努力事項 

・水田魚道、生き物の逃げ場の設置、生き物調査の実施 

 ・米糠などの抑草技術の導入 

 ・冬期湛水（冬に田んぼに水を張る） 

 

 

 

 

 

（参考）平成１９年度主要産地の概算金（仮渡金） 

・北海道  きらら３７９           １０，０００円／６０ｋｇ 

・新潟県  魚沼産コシヒカリ         １８，０００円／６０ｋｇ 

・石川県  コシヒカリ            １２，０００円／６０ｋｇ 

・JAたじま JAたじま米           １３，２００円／６０ｋｇ 

コウノトリ育むお米無農薬タイプ       ２１，６００円／６０ｋｇ 

コウノトリ育むお米減農薬タイプ       １７，２００円／６０ｋｇ 

1.4.2 生き物をシンボルにした農産物の先進事例 

天然記念物コウノトリの野生復帰をおこなっている兵庫県豊岡市では、おいしいお米と多様な生き

物を育み、コウノトリも住める豊かな文化・地域・環境づくりを目指すための農法として「コウノト

リ育む農法」を実践しています。 

コウノトリ育む農法でつくられたお米は「コウノトリ育む米」として地元の量販店や都市部のデパ

ートなどで販売されており、売り上げの一部はコウノトリを育てるための土地整備などに利用されて

います。また、現在ではブランド米として慣行農業でつくられたお米よりも高い値段で取引きされる

など営農上のメリットがうまれています。 

水田魚道の取り組みも「コウノトリ育む農法」の努力項目に入っており、但馬県民局管内において、

平成 23 年 1 月現在で 111 基の水田魚道が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水田魚道 
避難場所 冬期湛水田 32. 34. 33. 
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コウノトリは魚・昆虫・カエルなど

のいきものを食べて生きている。 
魚・昆虫・カエルなどの生き物は小

型の動物や植物、微生物などを食べ

て生きている。 
植物・微生物などの１次生産者 

1.5 いきものの魚道 

水田魚道を設置することで魚が繁殖できる場所を提供して、魚を増やすことにより、魚を餌とする生

物が生きていくために必要な「多様な生き物の環境」を創ることを目的にした魚道です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナマズの捕食                        カエルの捕食 

下のイメージ図のように、食べる食べられるの関係（食物連鎖）が成立するためには、ピラミッド

を形成する多様な生き物の環境を守ることが大切です。 

 

【食物連鎖の概念図】 

 

 

 

 

 

 

【コウノトリのための水田魚道の例（兵庫県豊岡市）】 

国指定特別天然記念物「コウノトリ」の放鳥で有名な兵庫県豊岡市の取り組みを
例にすると、コウノトリは１日あたり５００ｇの餌を必要とすると言われており、
それをドジョウの重量に換算するとおよそ８０匹にも相当します。 
それを１家族（４羽）に換算すると、８０匹×４×３６５日＝１１６，８００匹
のドジョウが必要な事になります。この数字だけを見ても１羽の鳥が自然界で生き
ていくためには、ものすごい量の餌を必要とすることがわかります。 
もちろん、コウノトリはドジョウだけを食べているわけではなく、大きな魚やア
メリカザリガニ、ヘビ、カエルなども食べるため、魚だけでまかなう必要はありま
せんが、魚を中心とした多様な生き物が必要なことが分かります。 

水田魚道の狙いはココ 

35. 36. 
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２．水田魚道の楽しみを実現するためのツボ 

2.1 楽しい取り組みへの第一歩は「みんなでつくるさかなの道」 

 水田魚道の取り組みを長く続けていくためには、個人ではなく、地域のみんなで取り組める仕組み

を考えることが大切です。地域にあった取り組み方を選び、目的をはっきりとさせて、どのような楽

しみ方を見出していくかを、地域のみんなが参加できる参加型ワークショップ（→Ｐ５３）やアンケ

ート調査などを通して決めていくと良いでしょう。あなたがしたいこと、地域のみんなが望むことを

しっかりと把握しておくと、取り組み自体に愛着がわき、楽しく・長く続く取り組みになっていきま

す。 

ただし、いきなり大人数で進める事は容易ではありませんので、まずは好きな人たちで取り組みを

進め、そこから地域の色々な人を巻き込んでいくやり方もあります。楽しみの第一歩は、あまり難し

く考えずに、「まず、やってみよう！」という考え方が重要です。 

また、水田魚道の取り組みを進めることは、以下に掲げるようなメリットがあります。 

 

【メリットの一例】 

 

 

 

 

 

 

 

2.2．「みんなでつくったさかなの道」を進化させていく工夫 

水田魚道の取り組みは、はじめは行政や地域の専門家など色々な人が入って進めていくことも大切

ですが、最終的には地域のみなさんで守っていくことになります。 

そのため、はじめからガチガチに決めた取り組みにしてしまうと、それを守らないといけないとい

う気持ちが生まれ、うまくいかないこともあります。そのため、順応的管理（→Ｐ４８）として、水

田魚道の取り組みを地域にあった形に進化させていく、つまり、地域の方が工夫していじれる（触れ

る）余地を残しておくという試みも大切です。 

徳島県鳴門市にある「えんたのれんこん田」では、お年寄りの方が「メダカの応援団」として、メ

ダカが田んぼに登れるように工夫して水田魚道を日々進化させる取り組みをしている例もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イベントによる地域の活性化      ・農産物への付加価値の向上 

・他の地域から人が沢山来るようになった ・郷土料理を振る舞う風習が復活した 

・子ども達への教育の場の提供      ・地域の人の話す場が増えた etc・・・ 

・地域に昔からいた生き物が増えた                  

参加者による水田魚道の改良 子どもとの生き物調査 

37. 38.

g22ia0
テキストボックス
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３.水のつながりと水田魚道（水系ネットワークについて） 

 3.1 現在の田んぼの状況 

昭和３０年代後半から、田んぼを米だけでなく、他の作物を植えられるようにする汎用化や稲作農業

を効率的に行えるようにすることを目的にほ場整備が全国各地で実施されてきました。 

多くのほ場整備では田んぼの水をしっかりと排水するために、用水路と排水路とを分離して、排水路

を田んぼより深く設置します。このため、田んぼを繁殖に利用してきた魚は排水路から田んぼに登る

ことができなくなってしまいました。 

四国地方のとある農家さんは「昔は腰まで浸かって農業をしていて大変だったが、ほ場整備をしてと

ても楽になった。ただ、昔は稲の間を大きな鯉がバシャバシャと泳いていたが、今は全く見なくなっ

た」と言っています。 

過去から失われたもの、そして次世代に受け継がなければならないものとはなんなのか、水田魚道

の取り組みを通して考える時がきているのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほ場整備後の田んぼと排水路の落差          水路と田んぼの移動経路の分断イメージ図 

 
出典：「環境配慮施工指針」策定の考え方（（社）農村環境整備センター） 

 

 

3.2 水田魚道が水のつながりに果たす役割 

生活史の一部として田んぼへ遡上する魚（ドジョウ、フナなど）が生息している地域では、田んぼと

排水路が繋がっていないと、魚の生育する環境が狭くなり、田んぼで繁殖していた魚は田んぼ以外の

場所で成育しなければならなくなります。 

こういった場合、水田魚道（田んぼと魚の架け橋）を設置することによって、魚が利用できる水のつ

ながり（水系ネットワーク）が再び形成され、魚の成育する環境を改善することができます。 

 

 (1)水田魚道の定義 

一般的に、水田魚道とは魚が田んぼへ遡上できるようにするための水路から田んぼへの道を指しま

すが、本手引きにおいては、田んぼ－水路間だけでなく、河川やため池など魚が移動する道として扱

うこととします。 

 

 

 

 

39. 
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【水田魚道のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2)水田魚道と位置づけられる水のつながりの創出例（気づきの視点） 

承水路や堰上げ取水を行う用水管理は考え方によっては水田魚道と位置づけられます。承水路は、

湿害を防止するために田んぼの脇や山際に設けられる水路のことであり、田んぼに水がなくなる時期

でも水があるため、ドジョウなど一部の魚は非かんがい期でも生きることができます。 

堰上げ取水を行う用水管理は、田んぼに水を引き入れる際に水路に堰や板などを入れて水位を上

げることによって、魚が田んぼと水路の行き来ができるようになる仕組みです。 

 

 

 

 

 

 

 

承水路（非かんがい期）               堰上げ取水管理 

 

 

 

 

 

 

水田-水路間の段差を緩和 

 

 

 

 

 

 

 

水路-河川間の段差を緩和 

河川 

40. 

41. 
42. 

43. 

44. 45. 

ため池 

水田 
水路 

水路 

河

川
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(3)水田魚道の種類 

水田魚道の種類も取り組み方と同様に複数あります。現在、全国で様々な取り組みがされていま

すが、大きく分けて以下の６つのタイプに分類されます。 

タイプごとに地域に適するものや適さないものがあるため、それぞれの特徴を活かして地域にあ

った水田魚道を選択し、地域に合わせて進化・改良していくことが大切です。 

 

【水田魚道のタイプと特徴】 

水田魚道タイプ 概 要 

タ
イ
プ
Ⅰ 

水
田
直
結
型 

（
水
田
と
排
水
路
の
間
に
魚
道
を
設
置
す
る
も
の
） 

隔
壁
型 

千
鳥
Ｘ
型 

【概要】 
水田と排水路に落差がある場合に設置す
るもので、隔壁上部を横断方向に傾斜させ、
隔壁を千鳥状に配置することで、水量が少
なくても越流水深を確保できるようにした
もの。 

【利点】 
・隔壁によりプール部ができ、小流量でも
多様な流れができるため、多くの魚種に対
応 

【留意点】 
・区画毎に設置 
・プール部に土砂が堆積 

 

 

 

 

 

 

 

【設置勾配】：２０度程度以下 
【材 料 等】：ポリエチレン製コルゲート管 
【対象魚種】：遊泳魚、底生魚 

ハ
ー
フ
コ
ー
ン
型 

【概要】 
水田と排水路に落差がある場合に設置す
るもので、方式は千鳥Ｘ型と同じですが、
越流の流れをスムーズにするため、越流部
の隔壁を円筒状にしたもの。 

【利点】 
・剥離流が少なく、プール部も確保でき、
小流量でも多様な流れができるため、多く
の魚種に対応 
・土砂の堆積が少ない 

【留意点】 
・区画毎に設置 
・設置費用が高い 

 

 

 

 

 

 

 

【設置勾配】：２０度程度以下 
【材 料 等】：コンクリート 
【対象魚種】：遊泳魚、底生魚 

粗
面
型 

波
付
型 

【概要】 
水田と排水路に落差がある場合に設置す
るもので、魚類が移動し易いように流れを
減勢するため、底面に凸凹をつけたもの。 

【利点】 
・流量や水深が小さくても良い 
・安価・軽量で加工も容易 

【留意点】 
・区画毎に設置 

・対象魚種が体高の低い魚種に限られる 

 

 

 

 

 

 

 

【設置勾配】：１０度程度以下 
【材 料 等】：ポリエチレン製コルゲート管 

【対象魚種】：底生魚 

46.

47.

48.
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水田魚道タイプ 概 要 

タイプⅡ 

二段式排水路型 

（排水路を上下二段に分

離） 

【概要】 
魚類と雨水排水は上段の土水路を利用、
暗渠排水と大雨時の排水は下段の暗渠を利
用する二段式形状のもの。 

【利点】 
・上段排水路は水深が高く田面と繋がるた
め、排水路に生息する全魚種に対応 
・区画毎に設置する必要が無い 

【留意点】 
・設置費用が高く個人での対応は難 
・緩勾配の低平地での適用 

 

 

 

 

 

 
【設置勾配】：低平地・小流域 
【材 料 等】：暗渠排水管 
【対象魚種】：遊泳魚、底生魚 

タイプⅢ 

水路堰上げ型 

（一時的に水位を堰上

げ） 

【概要】 
かんがい時期や魚の産卵時期などに、水
田と水路の水位差を解消するため、水路を
堰上げするもの。 

【利点】 
・一時的な管理手間で良い 
・水路に生息する全魚種に対応 

【留意点】 
・通水時期に限定 
・法面浸食のおそれ 

 

 

 

 

 

 

【設置勾配】：低平地 
【材 料 等】：ゲート、堰板等 
【対象魚種】：遊泳魚、底生魚 

タイプⅣ 

田越し型 

（田越しで魚類が移

動できる魚道を設置） 

【概要】 
水田内に生息する魚の移動のため、水田
と水田を接続したもの。 

【利点】 
・安価で施工できる 
・水田に生息する全魚種に対応 

【留意点】 
・魚類が生息する区画が必要 

・隣接田の地権者との調整が必要 

 

 

 

 

 

 

【設置勾配】：制限なし  
【材 料 等】：ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製コルゲート管など 
【対象魚種】：水田内に生息する全魚種 

タイプⅤ 

避難場所設置型 

（落水時にも魚が生息で

きる避難場所を設置） 

【概要】 
中干し期など、水田に水が無い時期に魚
の避難場所を設置するもの。 

【利点】 

・急勾配地形にも対応 

【留意点】 

・田面が湿潤状態となる 
・作付け面積が減少 
・水を抜く際は魚の保護移動が必要 

 

 

 

 

 

 
 

【対象魚種】：水田内に生息する全魚種 

タイプⅥ 

放流型 

（捕獲した魚を水田に放

流） 

【概要】 
人間が魚道となり捕獲した魚類を水田に
放流するもの。 

【利点】 
・設置費用は不要 

【留意点】 
・捕獲にかかる労力が必要 
・放流した魚が水田内で生息出来る環境を
創出する必要がある 

 

 

 

 

 
 
 
 
【対象魚種】：捕獲できる全魚種 

49.

50.

51.

52.

53.
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４．生き物のつながりと水田魚道（生物多様性について） 

水田魚道は水田生態系の生物多様性を維持・向上させるための手法として近年注目されていますが、

魚が利用できる水のつながり（水系ネットワーク）を回復して、魚の成育場を増やす・魚を捕食する

鳥類などの餌資源を増やすといった効果は認識されているものの、魚に捕食される種も存在するため、

生物多様性に貢献するかどうかは地域特性や手法によって変わってきます。 

つまり、水田魚道＝生物多様性に貢献するのではなく、水田魚道を設置して魚が増えることが結果と

して生物多様性につながる可能性を有しているという点に注意する必要があります。 

 

【水田魚道と生物多様性のロジック】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

必ずしも結びつくとは 

限らない 

関与 

魚を増やしたい 魚が増える 水田魚道の設置 

方法 要望・目的 結果 

生態系ネットワークの 

回復・再生 

生物多様性 
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技術編 

技術編では、水田魚道の取り組みを実施していくために必要な「調査～計画～設計～施工～維持管理～

モニタリング」の各段階にどのようなことをすればよいのかを紹介します。フロー図にあるような流れに

なりますが、モニタリングの結果を踏まえて各段階にフィードバックして、より良い取り組みとなるよう

に工夫しましょう。 

第２章  調べよう（調査）→Ｐ１９ 

① 情報収集(住んでいる地域はどんなところ？)→Ｐ２０ 

② 注目すべき生物の選定(どんな生き物に注目する？)→Ｐ２６ 

③ 調査方針の作成(いつ、どこで、なにを調べる？)→Ｐ２７ 

④ 調査の実施（地域について調べて結果をとりまとめる）→Ｐ３１ 

【水田魚道の取り組みの進め方フロー】 

第３章 どう取り組むか（計画）→Ｐ３４ 

① 水田魚道目標の設定(どんな取り組み目標にしたい？) →Ｐ３５ 

② 保全対象生物の設定と配慮方法(どんな生き物を守る？) →Ｐ３６ 

③ 水田魚道の検討(どこにどんな水田魚道をつける？) →Ｐ３７ 

④ 維持管理計画の検討(水田魚道を、だれが、どう管理する？) →Ｐ３８ 

⑤ 水田魚道取り組み計画の作成→Ｐ３９ 

第４章 どんな形にするか（設計）→Ｐ４０ 

① 設計条件の設定(対象魚が遡上・降下できる条件は？) →Ｐ４１ 

② 水田魚道の決定(どんな水田魚道を設置する？) →Ｐ４２ 

③ 水田魚道の詳細設計(水田魚道の勾配は？大きさは？) →Ｐ４３ 

第５章 どう設置するか（施工）→Ｐ４５ 

① 設置前(材料の準備など)  

② 設置(魚道の取り付け) 

③ 通水(ポンプを使って水を流す) 

④ 完成 

第６章 どう管理するか（維持管理、モニタリング）→Ｐ４７ 

① 維持管理の留意点(なにをチェックする？どう管理する？) →Ｐ４７ 

② 地域住民との協力の進め方(どうやって参加者を集める？) →Ｐ５０ 

③ モニタリングの進め方（なにを調査する？）→Ｐ５５ 

④ モニタリング調査結果の整理(どのように整理して評価する？) →Ｐ５７ 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
結
果
を
踏
ま
え
必
要
に
応
じ
て
各
段
階
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

g22ia0
テキストボックス
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第 2章：調べよう（調査） 
 

2.1 調査の進め方 

水田魚道の取り組みを進めるにあたって、地域の生き物の生息環境や水のつながり状況等を把

握し、水田魚道の取り組みを進める前の地域の状況を調べます。 

 

(1) 調査の目的 

調査は、水田魚道の取り組み目標を具体的に設定するためのものです。内容としては、水田魚道を設

置する前に、どのような生き物が「いつ」「どこに」「どのように」生息しているのかを把握することや、

生き物が生息するのに必要な環境（田んぼ、水路、河川、ため池等）、営農の実態（耕作状況、農事暦、

水管理、肥培管理、冬水等）、地域に昔からある文化などについて情報収集することによって、現在の

地域の状況を認識することを目的としています。 
 
(2) 調査の手順 

 調査は、下に示すような段階に沿っていくことを基本としますが、取り組みの目的や地域の状況に合

わせて行えば良いでしょう。 

【調査のフロー図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：農林水産省農村振興局(2007),『環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針』(一部改変) 

・アンケート・聞き取り調査、現地調査 

・地域の淡水魚食文化 

・地域の地形・気候・農事暦など 

・レッドデータブック 

・外来生物法 

 

 

 

 

 

 

 

 

タモロコ 

(香川県 ＲＤＢ 絶滅危惧Ⅰ類) 

54. 

情報収集 

注目すべき種の選定 

調査方針の作成 

調査の実施 
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2.2 情報収集の実施 

現地踏査や文献調査、聞き取り調査により地域環境の概況や地域の文化を把握するとともに、

地域に多く生息する生き物や取り組みのテーマとなっている生き物に関する情報の整理を行いま

す。 

 

(1) 情報収集の目的 

 水田魚道の取り組みのテーマに沿って、文献や資料、現地での聞き取り・アンケート等によって得ら

れた情報から地域環境の概況や地域の文化を把握し整理を行うことを目的としています。 

ここで得られた情報から注目すべき種を選定します。また、これらの情報は生き物の生息調査を行う

上で、どのような場所で、どのような調査を行えば良いかを決める際に役に立ちます。 

 

(2) 情報収集の内容 

 現地踏査や文献調査、聞き取り調査を中心に、補足的に現地調査（生物調査）、アンケート調査を実

施して、地域環境の概況および地域文化の把握や生き物に関する情報を整理します。 

 取りまとめは、地域の土地利用・水利慣行、生き物の情報（魚類、両生類、昆虫類）、地域に古くか

らある淡水魚の食文化（郷土料理）などの情報を、水田魚道の取り組みのテーマに沿って、図や表にま

とめます。 

【主な情報収集の項目】 

地域環境の 

概況の把握 

水利調査 
取水源や用排水路(幹線～支線)の位置と水の流れを図

上に記録する。 

農事暦調査 地域の農事暦(田植えの時期、稲作の時期等)を調べる。

土地利用状況調査 地域の土地利用状況を調査する。 

田園環境整備マスタープ 

ラン、環境に関する条例等
行政が発行する資料について整理する。 

地域の生物に関 

する情報の整理 

生物についての 

基礎調査 
地域の生物について調査する。 

希少種・外来種の 

抽出 
基礎調査を元に、地域の希少種・外来種を抽出する。 

地域住民等の 

意向の把握 地域住民への調査 

聞き取り調査(淡水魚の食文化、水路の環境、昔と今で

みられる魚のちがいなど)、アンケート調査、ワークシ

ョップ、協議会等で地域住民へ調査する。 
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◆ 地域環境の概況の把握 

① 水利調査 

水田魚道を設置する場所を決める際に特に重要となる調査です。 

水利調査では、まず田んぼに水を引いている取水源、用排水路(幹線～支線)、河川および取水口や排

水口などの位置を図上に記録します。続いて、排水路の状況や河川の流水方向など下図のような項目に

ついてチェックして、地域全体の用排水系統の状況を確認します。 

また、営農情報（田植え時期、水管理状況など）や整備状況について併せて整理しておくとよいでし

ょう。 

 

【水系ネットワークの整理例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【水管理の整理例】 

代
か
き

田
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除
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再
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　水のある期間

8月 3月

農事暦

水路

水田

1月 2月9月 10月 11月 12月4月 5月 6月 7月

 

 

 

 

水田魚道

河川

水田

排水路

堰(

魚
道
あ
り)

給水栓

凡例

落水口

道
路

チェック 1 

 排水路の上流はため池？

湧水？河川？ 

チェック 2 

河川の流水方向は？ 

チェック 3 

河川―排水路の接続状況

は？ 

チェック 4 

排水路の通水状況は？ 

(水がない期間のチェック) 

砂の堆積や植生は？ 

チェック 5 

落水口と排水路の落差は？ 

チェック 6 

 取水口の位置は？ 

 取水のタイプは？ 

チェック 7 

 堰はあるか？ 

 堰に魚道はあるか？ 

チェック 8 

水田の耕土面の高さと魚道

の関係は？ 
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② 農事暦調査 

水田魚道で魚を遡上させることができる時期を把握するのに重要となる調査です。 

農事暦は地域・栽培品種によって異なりますが、水田周りの生き物の生活史と重要な関係があること

から、営農者に確認しておく必要があります。その際、農事暦だけでなく、水が取水できるようになる

時期や施設の維持管理の時期についても聞き取りを行います。 

【農事暦の整理例】 

 

 

 

 

 

 

出典：『平成20年産水稲の作付面積及び予想収穫』より作成 

 

同じ中国四国地方においても山口県と高知県の早期栽培地域では農事暦が 1ヶ月以上違います。 

水田で繁殖する生物にとっては、産卵する時期から成育する過程において田んぼの水がなくならない

ことが重要であり、水田魚道を設置したあとに、中干しなどによって水田に水がなくなる場合は、生き

物が避難・繁殖できる環境を整えてあげる工夫が必要になります。 

 

③ 土地利用状況調査 

土地利用状況等の地理的な情報も魚が利用できる水のつながり（水系ネットワーク）の計画をたてる

際に重要な情報になるので、地図等で確認しておくと役に立ちます。 

【土地利用状況の整理例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：山口県周南農林事務所 
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④ 田園環境整備マスタープラン、環境に関する条例等 

市町村が作成する田園環境整備マスタープランは、「環境創造区域」(生態系や景観を保全する工法を

積極的に取り入れるなど環境の創造を図る区域)と「環境配慮区域」(工事の実施に当たり環境に与える

影響の緩和を図るなど環境に配慮する区域)が設定されており、各区域の設定理由などが整理されてい

るので、地域の環境情報を得るのに役に立ちます。 

環境条例等も、その地域の保全すべき環境等が記載されているので、これらを活用することにより、

より広域な環境情報を得ることができます。 
 
◆ 地域の生物に関する情報の整理 

① 生物についての基礎調査 

注目すべき生物の選定等に活用するため、地域の水田周りに生息・成育すると考えられる生物のほか

に、それらが生息・成育する湿田や緑地などの環境基盤の情報を整理します。 

水田を産卵場や成育場としている魚が地域に生息していれば、水田魚道によって田んぼに遡上する可

能性があります。 

【水田に遡上する魚類の利用形態の例】 

種 
水田の利用形態 

産卵場 越冬場 成育場(稚魚) 

ヌマムツ   ○ 

オイカワ   ○ 

ウグイ   ○ 

タカハヤ   ○ 

タモロコ ○  ○ 

モツゴ   ○ 

コウライニゴイ   ○ 

コイ ○  ○ 

フナ属 ○  ○ 

ドジョウ ○ ○ ○ 

ナマズ ○  ○ 

メダカ ○ ○ ○ 

ドンコ   ○ 

スジシマドジョウ小型種(山陽型) ○  ○ 

スジシマドジョウ中型種   ○ 
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② 希少種・外来種の抽出 

特に数が少ない希少種や生態系に影響を及ぼす外来種は水田魚道の取り組みを検討する上で、新たな

取り組みテーマとなったり、重要な情報になるため、あらかじめ抽出・整理しておく必要があります。 

この際に活用できる文献や法律としては以下のようなものがあります。 
 
 

【参考文献と活用方法】 

文献、法律名 活用方法 

レッドデータブック 

(各県版) 
中四国地方における希少種を調べる。 

レッドリスト・レッドデータブック 

(環境省) 
全国の希少種を調べる。 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の

保存に関する法律 
国内希少野生動植物種について調べる。 

文化財保護法 特別天然記念物について調べる。 

外来種ハンドブック 
外来種リスト、日本の侵略的外来種ワースト 100 について

調べる。 

外来生物法 特定外来生物について調べる。 

  

 

レッドデータブック（環境省） 外来種ハンドブック（日本生態学会） 
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◆ 地域住民等の意向の把握 

地域住民等の意向を把握するためには、聞き取り調査、アンケート調査、ワークショップまたは協議

会開催等の方法があります。 

特に、高齢者に対して行うアンケート調査は、昔の水田周りの状況や魚類をはじめとする生き物にち

なんだ食や伝統的文化等が把握できるので、有効な情報を得ることができます。 

 

【地域住民への調査のイメージ】 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜発見＞ 

◆聞き取り調査 

・各家を回ったり、集落の代表

に頼んで皆に集まってもらっ

たりしながら、聞き取り(イン

タビュー)する。(子供会や老

人会のイベントの場を借り

ることは有効です) 

◆アンケート調査 

・各世帯に、アンケート用

紙を配布します。 

 

◆ワークショップ 

・住民の方が自ら、水路等

を歩き、写真撮影し、地

図に位置を記入します。 

 

――住民の意識―― 

◆協議会 

 
・住民の方に集まって頂

いて、全員で話し合い

をします。 

＜関心・参加＞ 

55. 

56. 

57. 
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2.3  注目すべき生物の選定 

地域を代表すると考えられる生き物について、環境指標性、地域住民とのかかわり等を踏ま

え、注目すべき生物として選定します。 

 

【注目すべき種の選定条件】 

アンブレラ種 

個体群を維持していく上で、餌やなわばりなどに対し広い生息地(面

積)が必要な種のこと。アンブレラ種という広く分布している種が生

育できる環境を保護することで、その傘下にあるほかの種の生育をも

保全することができ、生物の多様性が保たれることになる。 

キーストーン種 
生態系において、個体数が少なくとも、その種が属する生物群集や生

態系に及ぼす影響が大きい種 

絶滅危惧種 
絶滅の危険性が高い種 (メダカ・カワバタモロコ等) 

(参考：レッドデータブック) 

環境指標種 
生態学的によく研究され、生息できる環境条件が限られていることが

判明している生物 

象徴種 伝統的な自然や二次的自然の生物生息地を象徴する種 (メダカ等) 

出典：EIC ネット 環境用語集を参考に作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g22ia0
テキストボックス
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2.4 調査方針の作成 

水田魚道の設置による効果を発揮するために必要な情報を合理的に集めるために、注目すべき

生物の生息・成育状況や魚が利用できる水のつながり（水系ネットワーク）に関する情報の収集

に向けた調査の方針を作成します。 

 

(1) 調査方針の作成の留意事項 

調査はやみくもにおこなっても良い成果がえられません。そのため、以下の表の事項に留意して調査

方針を作成することが大切です。 

      【調査方針作成にあたっての留意事項】 

調査項目 何を調査するか(必要な調査) 

調査範囲 どこを調査するか(生活史を踏まえた調査範囲) 

調査種類と方法 どのように調査するか(適切な手法の選定) 

調査時期 いつ調査するか(効果的なタイミング) 

 

 

(2) 調査項目 

 注目すべき生物の生息・成育状況や水系ネットワークに関する情報を収集するために必要な調査項目

を以下の表を参考に抽出します。 

 

       【調査項目の例と目的】 

調査項目 調査の目的 

個体数 
個体数を調べることで、その地域でどんな生物が優占しているのかを知ることが

できる。優占する生物が分かればその地域の環境が評価できる場合もある。 

体長・体重 

など 

体長・体重などを測定し、魚類の発育段階を知ることで、保全対象種が生活史の

どの段階で水田を利用しているか把握する。 

水深 
水深は生物の生息を考える上で重要な環境要素であるとともに、稲作等の営農活

動にも左右されるため把握する。 

底質 
ドジョウ等の底生魚をはじめ魚類にとっては、底質(砂・泥)や植生の有無等、そ

の状態が生活する上で、非常に重要である。 

流速 
水田魚道を考える上で流速は非常に重要である。魚にとって生息できる流速は種

ごとにある程度決まっている。 
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(3) 調査範囲 

注目すべき生物ごとに、それらの生物が生息・成育していると考えられるエリアを調査範囲とする

ことによって効率的な調査ができます。 

具体的には「ため池」「水田」「水路」「河川」から選択して調査を実施します。 

 

【生物が利用する生息環境(例)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

●産卵  

ナマズ 

 

●産卵 

ドジョウ   

 

●産卵 

メダカ 

 

●産卵 

タモロコ 

 

●産卵 

ヤリタナゴ 

 

●産卵 

ギンブナ 

 

出典：農林水産省農村振興局(2007),『環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針(一部改変)

ひとくちメモ 

 調査地点については、水路には流れが速い場所、蛇行していて流れが遅い場所、水深の深い所、土砂

が堆積していて植生が繁茂している所など、同じ水路の中でも多様な環境があり、それぞれに生き物が

生息している状況が異なるので、現場の環境に応じた調査地点の選定が必要です。 

また、専門家に相談して、ある程度、場所を絞って行うことが有効です。 

止水域 流水域 

ため池 水田 水路 河川 
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(4) 調査方法  

主な調査方法は、生き物によって異なります。河川や農業水路における生き物の代表的な調査手法に

は以下のようなものがあります。確認された生き物の数を数えるといった単純な調査が基本で、全長・

体長など魚体測定も行うと、成長のどの段階なのかが把握できるのでより良い結果が得られます。 
 

【調査手法と内容の例】 

手法 内容 

定置網 

 

水路等に定置網を仕掛け、移動する魚類

や水生昆虫を捕獲します。 

カゴ網 

 

水路や河川等で比較的流れの緩やかな所

にカゴ網を仕掛け捕獲します。 

タモ網 

 

水田の畦や水路沿いを歩いて、タモ網を

用いて捕獲します。桝等の水深の深いと

ころには特に個体数が多い場合があるの

で重点的に行います。 

目視 

 

目視によって確認します。 

＊場所、調査手法によっては禁止漁法になることもあるため、各県の内水面漁業調整規則 

を参照し、事前に調べておく必要がある。 

58. 

59. 

60. 

61. 
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(5) 調査時期 

生き物は成長段階によって生息場所が変わる種もあるため、生活史にあった調査時期に適切な場所を

選んで調査することが重要です。 

魚類の繁殖期は春季から秋季であるのでその時期に行うのが一般的ですが、生物種によっては適当な

調査時期は異なるので、専門家の助言・指導のもと行うとよいでしょう。 

 

【生物の生態と調査時期の例】 

季節 時期 調査時期設定の考え方 

春 5 月 

春先には産卵のため河川から水路、水田まで遡上するドジョウ、ナマズ、フナ類な

どの産卵場や稚魚の生息場、成育状況などを確認できる。 

(調査手法：定置網、カゴ網、タモ網、目視など) 

夏 7 月 

夏頃は水温が高くなり魚類が活発に移動するため効果的に採捕でき、かんがい期に

おける魚類相を把握できる。 

(調査手法：定置網、カゴ網、タモ網、目視など) 

秋 10 月上旬 

落水時期の排水路では、水田で成育した稚魚や落水に伴い移動する魚類が確認でき

る。また、秋季産卵を行うため海から遡上するサケ・マスなどの魚類も確認できる。

(調査手法：定置網、カゴ網、タモ網、目視など) 

冬 1 月 

春から秋において活発に活動していた多くの魚類が排水路の深みなどへ移動する

ため、越冬状況を確認できる。 

(調査手法：タモ網など) 

※時期は地域によって異なる 

出典：農林水産省農村振興局(2007),『環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針 (一部改変) 

 

【魚類の生活史(例：ドジョウ)】 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 場所 

産卵期             水田、側溝、岸辺の浅いところ 

仔魚・稚魚             静水域、水田など 

未成魚             静水域、水田、河川の緩流域 

             

成魚             静水域、水田、河川の緩流域 

             

      →       

出典：(財)リバーフロント整備センター(1996),『川の生物図典』,山海堂 

 

 

ひとくちメモ 

 繁殖時期は用水の取水時期や地域によって差があります。地域の生き物に詳しい専門家に相談して、

調査時期を設定することが有効です。 

最大 17年
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2.5 調査の実施 

水田魚道の効果を発揮するため、情報収集の結果を踏まえ作成した調査方針に基づいて調査を

実施します。なお、調査項目や内容については現地の状況に合わせて必要に応じて変更・追加す

ることが重要です。 

 

(1) 調査地点 

魚が利用できる水のつながりや用排水系統の状況を踏まえ、水田魚道を設置する箇所だけでなく、河

川内や上流においても調査を実施し、注目すべき生物やその他の生物の生息状況を把握することも重要

です。 

 

【調査地点の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（調査地点） 

○ 排水路（遡上口付近・上流側・下流側） 

○ 河  川（排水路との接続部・接続部の下流側） 

 

 

 

 

水田魚道

河川

水田

排水路

堰(

魚
道
あ
り)

給水栓

凡例

落水口

道
路

排水路内(上流側)
調査St.

排水路内
調査St.

排水路内(下流側)
調査St.

河川内
調査St.

堰の下流

水田魚道

河川

水田

排水路

堰(

魚
道
あ
り)

給水栓

凡例

落水口

道
路

排水路内(上流側)
調査St.

排水路内
調査St.

排水路内(下流側)
調査St.

河川内
調査St.

堰の下流
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(2) 生物調査マニュアル 

生物調査については、その方法から記録についてマニュアル化されているものがあるので活用すると

大変便利です。農林水産省では平成１３年度から環境省と連携して全国の「田んぼの生きもの調査」を

実施しており、以下に示すような調査票を利用してとりまとめています。このようにマニュアル化して

いるものを活用すると、共通の手法を用いることができるので、後に結果を比較するときに役立ちます。 

 

【水路調査の調査票と写真票の例(魚・水生昆虫対象)】 

 

出典：農林水産省,『田んぼの生きもの調査 調査票』 
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(3) 調査結果の分析と取りまとめ 

生き物の調査結果については、種ごとに確認した数や全長・体長など魚体測定結果を表に取りまとめ、

ビオトープマップなどのように、どこにどのくらいの数の種がいたかをわかりやすく整理するとよいで

しょう。 
 

【生物調査結果の取りまとめ表(例)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山口県周南農林事務所 

【ビオトープマップの例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：山口県周南農林事務所 

ひとくちメモ 

 ビオトープマップを作成した場合にも、インターネット等で広く公表することを検討する際には注意

が必要です。資料に希少な生き物の情報が含まれている場合には、環境省や県の環境部局に確認し、乱

獲されないために、生息場所が特定されないような工夫が必要です。 

調査地① 調査地② 調査地③ 調査地④

渦虫綱 順列目 サンカクアタマウズムシ科 ナミウズムシ Dugesia japonica 1 1
盤足目 カワニナ科 カワニナ Semisulcospira libertina 15 1 4 20

モノアラガイ科 ヒメモノアラガイ Austropeplea ollula 1 1
ヒラマキガイ科 ヒラマキミズマイマイ Gyraulus chinensis spirillus 1 2 3

ヨコエビ目 ヨコエビ科 ニッポンヨコエビ Gammarus nipponensis 180 180
サワガニ科 サワガニ Geothelphusa dehaani 7 1 36 44
カワトンボ科 ハグロトンボ Calopteryx atrata 8 8
オニヤンマ科 オニヤンマ Anotogaster sieboldii 1 1 1 3
トンボ科 アカネ属 Sympetrum sp 11 11

カワゲラ目（セキ翅目） オナシカワゲラ科 オナシカワゲラ科 Leptoceridae sp 1 7 14 22
カメムシ目（半翅目） アメンボ科 ヒメアメンボ Gerris latiabdominis 1 1 2
トビケラ目（毛翅目） シマトビケラ科 コガタシマトビケラ Cheumatopsyche brevilineata 1 1
ハエ目（双翅目） ガガンボ科 ガガンボ科 Tortricidae sp 3 3
コイ目 コイ科 タカハヤ Phoxinus oxycephalus jouyi 2 2
スズキ目 ハゼ科 ドンコ Odontobutis obscura 1 1 2

種数 8 - 9 9 15
個体数 36 - 18 249 303

綱

腹足綱

軟甲綱

昆虫綱

硬骨魚綱

計目 科 和名 学名
確認箇所

基眼目

エビ目

トンボ目（蜻蛉目）
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第 3章：どう取り組むか（計画） 
 

3.1 計画の進め方 

 水田魚道の取り組みの目的、維持管理にかかる計画等を取りまとめ、取り組みを実施する地域にお

ける水田魚道取り組み計画を作成します。 

 水田魚道の取り組みは継続的な維持管理によって成り立っていくことになるため、水田魚道を設置

した後の水路や水田魚道内の掃除（泥上げ・草刈り）や、通水管理など、計画の段階において、維持

管理の項目や内容、管理する者について話し合っておくことが重要です。 

 

 

【計画の進め方(イメージ図)】 

 

 水田魚道目標の設定 

 

 

 

 保全対象生物の設定と配慮方法 

 

 

 

 水田魚道の検討 

 

 

 

 維持管理計画の検討 

 

 

 

 水田魚道取り組み計画の作成 
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3.2 水田魚道目標の設定 

水田魚道の取り組み方を決めた経緯や調査結果を踏まえ、地域が目指す将来の姿や、その実

現に向けた具体的な考え方を水田魚道目標として設定します。 

 

◆ 水田魚道目標の目的 

水田魚道目標とは、水田魚道の取り組みによって地域が目指す将来の姿や、その実現に向けた具体的

な考え方であり、取り組みへの参加者が共通認識をもつことを目的とするものです。 

 

【水田魚道目標策定のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査 

調査を行った結果、排水路と水田は分断されているものの、河川と排水路はつながってい

る。 

 排水路の底には植生が若干繁茂し、泥もたまっており、ドジョウやメダカ、タナゴ、フナ

などの魚類の生息が確認された。また、地域には越冬目的で飛来したコウノトリのために冬

水田んぼの取り組みなどを独自に進めている人がいる。 

水田魚道目標の設定 

ドジョウをはじめとした魚類を増やすとともに、営農面では減農薬や無農薬の農法を用い

て環境負荷を小さくするとともに、農産物に付加価値をつけるなど、コウノトリをはじめと

した生物と人とが共存できる WIN・WIN の地域環境づくりを目指す。 

魚が利用できる水のつながりや地域に棲んでいる魚を調べよう 

地域で合意形成を図って目標を具体化 

※ひよせとは山からの冷水を直接田に入れないために、

水田の脇に掘られている水路。素掘りのものが多い。 

営農状況について(水利施設など) 

・A 地域ではほ場整備が完了し、用水と排

水が分離し、水田と排水路の水系ネット

ワークが分断されている。 

・ひよせ※と呼ばれる水路が山沿いの水田

などに多く設置されている。 

地域の環境について(希少種・歴史や文化)

・A地域では、近年天然記念物コウノトリ

が越冬目的で飛来し、ため池を中心に餌

場としている。 

・淡水魚（ナマズ）を食する淡水魚文化が

存在する 
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3.3 保全対象生物の設定と配慮方法 

水田魚道の取り組みによって遡上させたい、増やしたいと考える魚の対象を明確にするために、

地域の環境を特徴づける保全対象生物を調査の段階で選定した注目すべき生物から設定します。

 
(1) 保全対象生物の設定の目的 

水田魚道の取り組みは、取り組み方や水田魚道目標によって、遡上させたいと考える魚の種類が異な

るため、目標に沿って検討のポイントを絞り、調査段階で選定した注目すべき生物から保全対象生物を

設定します。 

 

(2) 保全対象生物の設定 

 第１章で紹介した「水田魚道からはじまる楽しみ（５つの取り組み方）」に沿って水田周りの生物を

見ると、ドジョウやフナ類、ナマズなどのように、釣りや子供の水遊び、食文化（学び・暮らし）など

と密接な関係があるものがいます。また、生き物（生態系）を保全するといった観点からも、これらの

生物を保全対象生物とすることが考えられます。 

 また、希少性の高いものや、姿が美しい生き物、地域のシンボルとなっている生き物は、地域の関心

も高いことから、地域のＰＲとなる（もうかる）ことから保全対象生物とすることが考えられます。 

 水田魚道の取り組みが目指す目標に沿った生き物を保全対象生物として設定することが大切です。 

 

【水田魚道の取り組みで保全対象生物として設定する生き物の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

62. 
63. 

64. 65. 

ドジョウ 

タモロコ ナマズ 

フナ類 
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3.4 水田魚道の検討  

水田魚道の効果を発揮するために、水田魚道を設置するエリアや視点について検討します。

 
(1) エリアの設定 

 魚が利用できる水のつながり（水系ネットワーク）に関する情報や、田んぼ、排水路など環境基盤に

関する情報を基に、どの場所に水田魚道を設置すれば効果が発揮できるかを考えてエリアを設定します。 

 例えば、河川と水のつながりが保たれている排水路であれば、河川と排水路を魚が往来している可能

性が高いため、その排水路と水のつながりが分断された田んぼをエリアに設定します。また、水のつな

がりが分断され、閉鎖している状況も、外来種から在来種を守り、生態系の安定に役立つ重要な環境で

あるため、閉鎖された環境の中でのみ、水のつながりを回復・再生させるエリアを検討するといった視

点も必要です。 

 

(2) 検討の視点 

①水位差のバリアフリー                     【検討イメージ】 

 水路には、田面との関わりをもって、生息している魚類(ド

ジョウ、ナマズ、メダカ、タモロコ等)がたくさんいます。 

それらの生き物が移動できるように、排水路と水田との落

差(水位差)をできる限り小さくなるように水田魚道を設置

します。 

水田に直接つなげる魚道については、魚類が水路と田面を

行き来して、水田内で繁殖できるようにすることを目的にし

ています。 

また、落差工や井堰についても、生息する生物の移動の障

害となり、生息域を狭めたり分断したりすることがないよう

に配慮する必要があります。落差工については一段ごとの落

差を小さくし、魚が泳いで上流側にも移動できるようにする

ことが求められます。 

 

②常に水面を確保すること 

周囲の水田が乾田化していく中で、水田に残る水面はたい

へん貴重であり、中干し期等において水面が一時的に全く無

くなることを避けることが重要です。その場合には、落水時

の水たまりや引込み部(わんどや水たまり)等によって、生物

が避難できる場所を確保することが必要です。 

    

                                   

ひとくちメモ 

 非かんがい期に水面を確保するためには、非かんがい期に水を引くことが必要であり、水利慣行

などから周辺農家の同意が不可欠です。また、水面を確保するために新たに河川から水を取水する

際には、「環境用水」取水のために河川管理者と協議が必要となります。 
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3.5 維持管理計画の検討 

水田魚道の取り組みにより、新たに設置した施設の維持管理項目や内容、管理主体の検討を、

関係者と合意形成を図りつつ行い、維持管理計画として取りまとめます。 

 

【維持管理計画の例】 

維持管理項目 維持管理主体 管理内容の効果の例 

水田の水管理 農家 
・水田魚道の適正な流量管理 

・生き物の生育環境の確保 

水田の畔や法面の 

草刈り 
農家、地域住民、子ども会 

・カエルの生息場所となる畦畔環

境の維持 

水田魚道 

（流量・水深・ゴミ除去）
農家、地域住民 ・魚類の遡上・降下 

池や水路の泥さらい 
農家、土地改良区、水利組合、 

一般住民、NPO 

・植生遷移の抑制 

・外来種の駆除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泥さらい                    草刈り 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

水路の泥上げや草刈りは、魚の生息環境からすると過度な管理は逆に魚の生息環境を奪ってしま

うことになります。水路の通水機能の確保（営農面）と生き物の生息環境（生態系）の両立できる

維持管理水準について検討することが大切です。水田魚道の取り組みは、少なからず設置した農地

の地権者に負担を与えることになるので、どこまで維持・管理に協力してもらえるか話し合い、お

互いが理解し合う必要があります。 

 66. 67. 
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3.6 水田魚道取り組み計画の作成 

水田魚道の取り組みにおける環境保全目標や環境配慮対策等を取りまとめ、設計や施工、維持

管理に取り組むための計画を作成します。 

 

【水田魚道取り組み計画の構成例】 

 

地域環境の現状 

地域の環境の特徴や課題を記載 

例:ほ場整備で水路と水田間の魚が利用できる水のつながり(水系ネットワーク)

が分断されてしまっており、水田内に魚類がほとんど見られない。 

水田魚道目標 

地域が目指す地域環境の姿および水田魚道の取り組みの基本的な考え方を記載 

例:コウノトリをはじめとした象徴的な生物と人とが環境面・営農面で共存でき

る地域環境づくりを目指す。 

水田魚道の具体的な

内容 

エリアの指定 

例:水田と排水路の落差があり、魚が利用できる水のつながり(水系ネットワー

ク)が分断されたエリア 

 

水田魚道による対策を記載 

例:ドジョウ、タナゴ、フナなど、河川と排水路を移動している魚類を水田魚道

を設置することにより、排水路と水田の水系ネットワークを繋ぐ。 

  中干し期に水が無くなる間は、遡上した魚類が避難できる深みを設置する。

 

維持管理計画を記載 

例:水田魚道を設置した圃場の水管理を農家・地元住民が協力して行うことによ

り、魚類が遡上しやすい水深・流速を保つ。 

  水田魚道まわりの草刈りや泥上げは、地域の子供達と生き物調査を実施した

際に併せて実施する。 

   

実施上の留意点を記載 

例:ドジョウの産卵期間に水田魚道に通水を行い、魚類の生活史に留意する。ま

た、遡上した魚類が水田内に取り残されてしまわない対策も必要である。  

 

水田魚道取り組みの

推進体制 

水田魚道の取り組み推進体制について、目的、参画主体、活動内容を記載 

例:魚類に詳しい地元 NPO、役場の環境部局、学識経験者をもとに協議会を結成。

 小学校の総合学習と連携した生き物調査や外来魚駆除活動を行う。 
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第 4章：どんな形にするか（設計） 

 

4.1 設計の進め方 

調査結果や水田魚道取り組み計画の内容を踏まえ、現地への設置が可能と考えられる複数の

水田魚道を選定した上で、現地の条件に合った設計条件をもとに水田魚道を決定し、詳細設計

を行います。 

 

水田魚道の取り組みの目的など、必要なレベルに応じて出来る内容を検討し、専門的な知識が必

要となる場合は専門家へ相談を行って検討するとよいでしょう。 

 

 

【設計の進め方(イメージ図)】 

 

 設計条件の設定 

 

 

 

 水田魚道の決定 

 

 

 

 水田魚道の詳細設計 
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4.2 設計条件の設定 

現地に合った設計条件の設定の際には現地調査や計画を踏まえ、水田魚道の効果を発揮するため

に、個々の現地の条件から設計条件を明らかにします。 

 

【検討項目と内容】 

検討項目 内容 

遡上条件（魚類の性質）
保全対象生物の体高や遊泳力などを基に、遡上に必要な条件を整理する。

（流速・水深など） 

用地条件 

水田魚道を設置する際の資材置き場や搬入経路、設置にかかる仮設（単管

など）が設置する田んぼ以外にかかる場合などは、用地条件として設定す

る。 

資材条件 
地域で採取できる竹などの自然材料や現地発生材を水田魚道として利用

する場合は、入手できる量を把握する。 

維持管理条件 
計画段階で設定された維持管理計画に基づいて、作業の内容、範囲、頻度

等の維持管理にかかる条件を設定する。 

 

 

ひとくちメモ 

 設計条件の設定にあたっては、地元の有識者の指導・助言を得ながら、農家を含む地域住民等に説明

し、合意を形成することが重要です。 
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4.3 水田魚道の決定 

設計条件を踏まえ機能性、安全性、経済性、施工性、維持管理作業性、景観面等を考慮し、総合的

な検討を行い、水田魚道の種類を決定します。 

「まずは地域で試しに水田魚道をやってみよう」という考え方の場合は、総合的な検討ではなく、

求める効果を満たすものを選定するのもよいでしょう。 

 

水田魚道の決定は、取り組み方によっても異なりますが、p14 第 1章 3.2(3)でも紹介した６つのタイ

プの水田魚道や、現地での創意工夫により、選定した複数案の中から水田魚道を決定します。 

その際は複数の水田魚道を組み合わせることによりさらに効果が高まります。 

 

【複数の工法を組み合わせたモデル図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階段式魚道（河川－排水路） 

→河川と排水路の移動経路を確保 

法面の緩勾配化（排水路－樹林地）

→水田や水路と樹林地における移動経

路の確保 

河川と排水路を魚が行き来するこ

とが可能に 

水田 

河川 

田んぼと排水路だけをつなげてあげるのではなく、排水路まで魚が自由に行き来できるように、河

川と排水路の水のつながりも回復すると、水田魚道としての効果がより高くなります。 

68. 

水田魚道（排水路－水田） 

→排水路と水田における移動経路を確保

69. 
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4.4 水田魚道の詳細設計 

水田魚道について、設計条件等をもとに詳細な設計を行います。 

 

 魚類の移動には、流量や勾配、落差等の様々な要因が複合的に関連しています。詳細な設計の際に

は、設計条件で整理した魚類の性質（体高や遊泳力など）に基づいて基本的な考え方を整理し、水田

魚道の位置、勾配、形状等は環境が類似している他地区の事例や過去の実績を参考にしながら、現地

での実証試験を踏まえて状況に合った水田魚道に修正していくとよいでしょう。 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農林水産省農村振興局(2007),『環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針 』  

 

【水田廻りでみられる代表的な魚類の性質（体長・遊泳力）】 

 
遊泳特性 魚種 

体長 

(cm) 

巡航速度 

(cm/s) 

突進速度 

(cm/s) 
文献 

回遊魚 底生魚 ヨシノボリ 8 30 50  

純淡水魚 遊泳魚 コイ 26～53 70～100 150～200 森下(1996)

キンブナ 14～21 40～80 50～130 〃 

ギンブナ 7～18 10～70 30～120 〃 

タモロコ 6～10 5～15 10～30 〃 

底生魚 ドジョウ 5～10 10～20 100～130 〃 

ナマズ 25～60 70～110 150～200 〃 

＊巡航速度：長時間継続的に出すことができる速度 
突進速度：瞬間的に出すことができる速度 
底面粗度タイプの場合、休憩場所がないため、巡航速度に留意した流速になるよう工夫する。 

 

出典：農林水産省農村振興局整備部設計課,『より良き設計のために「頭首工の魚道」設計指針 平成 14年 10月』 

 

 

【水田魚道(隔壁型)の勾配・形状と留意点】 
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【水田魚道の設置勾配と延長の有効サイズ（実績）】 

 

水田魚道のタイプ 水田魚道の型 設置勾配 規模 

プールタイプ 千鳥Ｘ型 10°～20° 幅 18～60cm 

底面粗度タイプ 
波付きの丸型 10° 内径 10～15cm 

波付きの U型 10° 幅 18～40cm 

出典：(社)農村環境整備センター,『水田魚道づくりの指針 平成 22年 3月』  

 

        波付きのU型                   波付きの丸型（半円） 

 

          

千鳥 X型 

 

 

70. 71. 

72. 
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第 5 章：どう設置するか（施工） 

 

5.1 施工時における留意点 

 

【波付き丸型の水田魚道の設置事例】 

（愛媛県西予市の事例 （中国四国農政局土地改良技術事務所設置）） 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

水田魚道の施工時においては、営農の障害とならないことや、魚がしっかりと遡上できるよ

うに現地で工夫を行い、適切な設置を行います。 

設置前 

設置 

①平面エルボ設置 

③畦畔掘削完了 

② スラントによる角度調整 ③ 波付ポリエチレン管の取付け 

④ ソケットに止水板の取付け ⑥杭での固定 

留意点：呑み口部からの漏水に注意する。 

畔土に水を加えながらよく突き固める。 

⑤波付ポリエチレン管の接続 

①材料の準備 ②畦畔掘削 

止水板 

留意点：エルボとポリエチレン管との接続から

漏水を防ぐため止水板を取り付ける 

73. 74. 75. 

76. 77. 78. 

79. 80. 81. 

留意点：田んぼに入水すると田面が若干下がるため、想定水田面より

5cm ほど低い位置に魚道のみ口を設置するとよい。 

平面型 
エルボ 180 型 

波付Φ150ポリ
エチレン管 

ソケット 
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5.2 施工の参考となる文献 

水田魚道の設計、設置、施工にかかる参考文献としては、水田 

魚道設置までの流れや、農地・水・環境保全向上対策などでの 

設置事例、モニタリングの結果などを紹介した『水田魚道づく 

りの指針』（平成 22年 3月（(社)農村環境整備センター発行） 

があるため、参考にするとよい。 

 

 

通水 

設置した田んぼに入水が出来ない場合は、ポンプ等を使って通水試験を行い、

通水状況を確認する。 

流量の状況を必要に応じて調整を行って完成させる。 

出口に浮き（ペットボトル等）を固定し、呑み口が水面に浮くよう

にする。（魚類は水を叩く音に引き寄せられるため、水没している

と集魚効果が落ちる） 

⑦魚道入口への浮きの設置 ⑧魚道全景(下流側から) ⑨魚道全景(上流側から) 

①ポンプによる通水 ②通水試験 ③通水試験(水深の測定) 

完成 

82. 83. 84. 

85. 86. 87. 

46



第 6 章：どう管理するか（維持管理、モニタリング） 
 

6.1 維持管理 

6.1.1 維持管理の留意点 

水田魚道の機能を十分に発揮するためには、施設の適正な維持管理が重要です。 

また、水田魚道の取り組みによっては、その効果が地域全体に及ぶものもあり、地域一体とな

った維持管理が将来にわたって継続的に行われるようにすることが重要となります。 

 
(1) 水田魚道のチェック 

 水田魚道の維持管理にあたっては、①遡上・降下機能、②通水機能、③構造機能に問題がないかを

チェックするとします。また、設置した田んぼの水管理、草刈り（畔・法面）、接続する水路の維持

管理状況についてもあわせてチェックする必要があります。 

 
【水田魚道チェック項目の例】 

項目 内容 対策 

遡上・降下機能 越流水深、流量は適切か 

・水田魚道の設置高さ 

・堰板の改良 

・水田湛水深の調整 

通水機能 

・水田魚道の目詰まりがないか 

・接続する排水路は魚が生息・遡上できる環

境となっているか 

・砂や泥の除去 

・適切な清掃（草刈り・泥上げ）

 

構造機能 ・水田魚道周辺からの水漏れはないか ・土や遮水シート等による防水

 

【維持管理における問題点と対策の具体例】 

問題点 対策 

①水田魚道の水がきれいに流れない 
・水田魚道内にたまった稲わらや泥を掃除した 

・遡上口付近のごみ（草）を取り除いた 

②思ったように魚が遡上しない 

・堰板の高さ・呑み口構造の改良をして、越流水深・流量を

調整した 

・水田内の水位を上げ、水田魚道の流量を調整した 

・排水路の魚類の生息環境を向上することを目的に、排水路

に土のうを設置して、排水路の水位を高く保った 

③水田魚道をつけたことで、水田魚道

の周囲で水漏れが生じた 

・田んぼの土で漏水部を突き固めて畔を補強した 

・呑み口が特に漏水しやすかったので、遮水シートを入れた

 

ひとくちメモ 

 農繁期において水田魚道の通水状況を日々日常の管理することや、水利条件によっては常にかけ流

し管理を行うことが難しいことあるため、水深管理に負荷をかけないための構造や、水田魚道に水を

流す時期をある程度限定する（魚の繁殖時期・中干し期・落水期など）工夫も必要です。 
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(2) 順応的管理 

水田魚道を設置したとしても、順調に魚の遡上が確認できることもあれば、予想に反して遡上しない

ということもあります。 

水田魚道を設置してそれで終わりというのではなく、定期的なモニタリング調査を実施し、その構造

や管理方法が適していたのかチェックしていく必要があります。 

モニタリングの結果、問題点が見つかり改善をする必要があれば、水田魚道の構造や維持管理の手法

を改善して、必要に応じて前のステップで戻りながら地域にあった水田魚道の取り組みへと進化させて

いきましょう。 

【順応的管理のイメージ図】 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

魚が水田魚道を遡上しなかったとしても、モニタリングを行いながら遊び感覚や創意工夫を加えて

進化させていくこと（順応的管理）を実施していくことが大切です。 

調査、計画 

設計、施工 

維持管理・モニタリングの実施

効果が確認される 

→ 適切な維持管理の実施 

試行的な維持管理の実施 

→  効果が確認されない 

↓ 

計画時からの見直し 

効果が確認される 

→ 現状の管理方法を継続 

水田魚道の改良 

水田魚道設置 

効果が確認されない 

→ 施設・維持管理方法・

水田魚道の改良し問題

点を改善 

維持管理の見直し

48



(3) 順応的管理の事例 

当然のことですが、水田魚道に水が流れていないと、魚は遡上することができません。また、田んぼ

との接続部分は魚にとっても重要ですし、農家の方からしても水管理をする上でとても重要な部分にな

ります。水田魚道を設置した後に、農家の方が水管理をし易く、かつスロープ状になって魚が登りやす

くなるように、堰板を改良をした兵庫県豊岡市の事例を紹介します。 

 

【順応的管理で堰板を改良した例（兵庫県豊岡市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：兵庫県但馬県民局 豊岡土地改良事務所 パンフレット 『田んぼの魚道を上手に使おう』 

水田魚道設置後 

・田植え後、稲の成長に合わせ
て細かな水位調整をしたいが、
難しい 
・手間がかからず楽に水位調整
がしたい 

改良堰板の設置 

・営農作業にあわせた水位調節
ができる 
・安価で手に入る材料で加工も
し易い 
・魚もよく登っている 

88. 89. 

90. 91. 

92. 93. 

94. 95. 

96. 
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6.1.2 地域住民との協力の進め方 

水田魚道の維持管理及びモニタリングの実施も、取り組みの目的に沿って地域住民等が協力し

て進めていくことが望まれます。このような体制を取り組みの早い段階から構築し、「みんなで楽

しむ仕組みづくり」へと発展させていくことが重要となります。 

 

(1) みんなで楽しむ仕組みづくり 

水田魚道の取り組みを「みんなで楽しむ仕組みづくり体制」としていくためには、農家や地元住民を

中心に、土地改良区、行政、NPO、学識経験者等が協力して行うとよいでしょう。 

また、色々な立場の方の参画を求めるために、ワークショップなど人が集まって自由に意見を言える

場の活用が有効です。取り組みにおける地域のメリットを見出すなど、地域により密着した維持管理と

なるような工夫をしましょう。 

 

 

【みんなで楽しむ仕組みづくり体制の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農家 

子供会・自治会

土地改良区 

(水利組合、 

営農組織) 

 

生産法人 

NPO 行政 

学識経験者 

農地・水・環

境保全向上

対策組織 
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(2) 農地・水・環境保全向上対策の活用の有効性 

農地・水・環境保全向上対策は農林水産省の補助事業として平成 19 年に制定され、地域において農

地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図ることを通じて地域の振興に資するため、地域ぐるみの

効果の高い共同活動と、農業者ぐるみの先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支援する制度です。 

水田魚道の取り組みをはじめ、水路の清掃活動など、地域ぐるみの効果の高い共同活動に取り組む組

織への交付金もあるため、同対策を活用するのも一つの方法です。 
 

 

【農地・水・環境保全向上対策の流れ】 

 

 

 

 

出典：全国水土里ネット,『農地・水・環境保全向上対策 パンフレット』 

 

①対象地域の選定 

②参加者募集 

③規約作成 

④活動計画 

⑤協定締結 

⑥⑦助成金交付・活動実践 

①対象地域 

②参加者募集 

③規約作成 

④活動計画 

⑥助成金交付 

⑦活動実践 

⑤協定締結 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

⑥⑦助成金交付・活動実践 
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(3) 参加者を増やす工夫 

維持管理作業は手間のかかる作業なので参加者が集まらないことも考えられます。参加者を増やすた

めの工夫として、“維持管理”という考え方ではなく、みんなで楽しめるイベントを開催し、結果とし

て維持管理につながる方法を活用するのも効果的です。 

 

【参加者を増やす工夫(例)】 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               草刈り風景 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理として草刈りをしたい。 

参加者を増やすにはどうしたらよいか。 

“草刈り後の田んぼでどろんこ遊びを

しましょう”という名目で草刈りの参加

者を募ってみた。 

子どもがいる家庭の多くが参加した。 

結果として維持管理作業を行うことが

できた。 

104. 
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(4) ワークショップの活用 

ワークショップとは、一方的な住民説明会や講義・講演会とは違って、参加者全員が、自由にアイデ

ア・意見を出しながら水田魚道の取り組み方の目的を見いだしていくものです。そのような場を設ける

ことで、それぞれ立場の違う人からの考え方を共有することができます。 

ワークショップは水田魚道の取り組みを、みんなで共有する有効な手段であることから、早い段階か

ら活用するとよいでしょう。 

ワークショップについては様々な形態があるため、地域に合った手法を選ぶことが大切です。その際

参考となる文献としては、「村づくりワークショップのすすめ（平成６年３月 発行(財)農村開発企画委

員会）」や「ワークショップ－新しい学びと創造の場－（平成１３年１月 発行：中野民夫著 岩波新書）」

などがあります。 

【ワークショップの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       グループ作業                          発表風景 

                

  

                                 【ワークショップの基本ルール】 

他人の意見を否定しない 多様な考え方を認め合う。 

全員参加の原則 それぞれの持ち味を生かして関わる。 

楽しさや感性を大切に 理屈だけで考えない。 

他の班を見ない 独立性を保ち、他の班の意見に左右されない。 

一人ひとりが主役 参加者の対等な関係を前提に。 

自由な発想を存分に生かす 固定概念にとらわれない。 

相乗効果を感じる 集団作業による新たな創造。 

個人作業 

個人作業で自分の考え

を明らかにする。 

グループ作業 

自分の考えを話すととも

に、他人の考えを聞き、

解決策などをみんなでま

とめる。 

発表 

参加者全員の前で発表

し、会場全体で情報を

共有化し、テーマを深

める。 

105. 106.
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(5) マスコミとのタイアップ 

水田魚道の取り組みが新聞やテレビなどで報じられると「わたしもやってみたい！」と取り組みへの

参加者が増えることにもつながります。 

  

【タイアップ例(徳島県鳴門市)】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：農業共済新聞（2008 年 6月 4日） 

 

 

ひとくちメモ 

 地方の新聞や町内会の回覧板などの小さな記事での情報発信も効果があります 
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6.2 モニタリング 

6.2.1 モニタリングの進め方 

水田魚道は、効果を確認してみて初めて成功しているかがわかるため、十分に機能しているかを把

握する必要があります。水田魚道のモニタリング手法は確立したものではありませんが、以下に示す

ような調査から、水田魚道の構造や管理方法の改善点を見つけだして改良を加えることや、水田魚道

の効果を明らかにして今後の取り組みに役立てていくことが大切です。 

 

【モニタリング調査のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

【モニタリング調査の項目の例】 

調査項目 調査の目的 

水質 
水温・DOなどを測定し、水田魚道を魚がどのような水の状態で遡上しているかを

把握する。 

水深・流速 魚が遡上するのに十分な水深・流速が確保されているかどうか確認する。 

遡上・降下

状況 

魚が水田に遡上しているかどうか網で捕獲したり、目視で確認する。 

また、水田内や排水路で生息する魚の個体数・全長などを計測する。 

モニタリングの様子①                 モニタリングの様子② 

 

ひとくちメモ 

 モニタリングとは水田魚道の取り組みが求める効果を発揮しているかを調べるために、水田魚道

の構造や管理方法、周辺の環境基盤などの状況を調べるものです。 

調査 計画・施工 維持管理 

モニタリング 

107. 108. 
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採捕方法

水田魚道　モニタリング調査シート　（例）

項　　目 記載内容

日　時 　平成　　　年　　　月　　　日　（　　　　時　　　　分）　　　天候（　　　　　）

水田魚道タイプ

　・・・・・

水質調査 　水温　・　ＰＨ　・　ＤＯ　・　濁度　・　その他（　　　　）

調査結果

　・・・・・

・営農情報（代掻き後　○日目・・・）
・水管理状況
・環境基盤状況（堆積土、植生の繁茂状況）
・農薬散布の有無
・降雨後○日

　　　　　　　　　　　etc・・・

　水田直結型（波付きU型コルゲート）

調査場所 　水田魚道　・　接続水路　・　水田　・　周辺河川　・　その他（　　　　　　　）

魚類採捕調査

モニタリング回数

　定置網　・　カゴ網　・　タモ網　・　目視　・　その他（　　　　　）

調査結果

　ドジョウ　　○匹　　（体長　　　　ｃｍ）　

　タモロコ　 ○匹　  （体長　　　　ｃｍ）　

特記事項

調
査
情
報

通水状況 　流量　（　　　　　㍑／ｓ）　・　水深　（　　　　　ｃｍ）

基
本
情
報

　設置後　　（　　　　　）回目／全（　　　　　　　）回

水田魚道設置日 　平成　　　年　　　月　　　日

　遡上　・　降下　・　水田魚道周辺の生息状況　・　その他（　　　　）
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6.2.2 モニタリング調査結果の整理 

モニタリング調査は継続して行い、調査結果を整理しておくことが大切です。 

水田魚道設置後に遡上状況を確認したり、取り組み地域ごとに比較するなど、地域ごとに競争する

などしても楽しみが増えます。 

 

① 遡上数を設置年数ごとに整理 

 水田魚道の設置後に、田んぼへの遡上が確認できた魚の数を種類別に整理します。下のグラフでは、

ドジョウは水田魚道設置後から順調に遡上していることがわかりますが、ギンブナは３年後から遡上す

る数が減っていますので、どんな原因があるのかを考えるのに役立ちます。 

 

             【遡上数の時系列変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 取り組み地域別に整理 

 地域ごとの水田魚道を遡上した魚の数を整理します。地域によってばらつきがありますが、どんな要

因で A地域が多いのかを考えたり、地域ぐるみで競争をするなど、楽しい取り組みに発展させていくこ

とができます。 

 

【地区別の遡上数の比較】 
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遡上調査の状況 

 

遡上した魚類 
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6.2.3 水田魚道の取り組みの評価 

水田魚道の５つの取り組み方ついて、モニタリングの結果を踏まえ評価を行うことにより、取り組

み自体の評価を行うことができ、改善点や改善手法が明らかになり、今後取り組みを進めていくのに

役に立ちます。 

評価については、水田魚道の取り組み参加者を交えて「参加型ワークショップ」の手法を用いると、

参加した方のそれぞれの立場から様々な意見が出て良い評価が出来ます。 

 

【水田魚道の取り組み方の評価表】 

 水田魚道の取り組み方について評価を表にまとめると以下の評価表（例）となります。空欄には、率

直な感想などを記入し、取り組みを良くしていくための意見なども募るとより良い取り組みへと発展し

ていくでしょう。みなさんの水田魚道の取り組みについても、取り組んだタイプに合わせて「参加型ワ

ークショップ」などを利用して、評価してみて下さい。 

 

①評価表（例） 

取り組み方 
いやし 

の魚道 

学び 

の魚道 

暮らし 

の魚道 

もうかる 

魚道 

生き物 

の魚道 

設置して良か

ったこと 

予期していた

内容 
     

予期していな

かった内容 
     

設置して 

悪かったこと 

予期していた

内容 
     

予期していな

かった内容 
     

 

② 取り組みをより良くするためには 

項目 内容 

水田魚道の構造  

維持管理  

その他  

 

g22ia0
テキストボックス
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6.3 外来種の駆除 

水田魚道を設置して魚が利用できる水のつながり（水系ネットワーク）ができると、今まで登って

こなかった外来種が進入してくる場合があります。モニタリング調査を通じ、外来種が確認された場

合は、早めの駆除対策をおこなっていく必要があります。 

 

◆ 外来種の問題点 

① 生態系への影響 

・ 外来種が在来の生物を食べてしまうことにより、本来の生態系が乱されてしまう。 

・ 外来種が、日陰を作ってしまうことで、在来の植物の生活の場を奪ってしまったり、在来の動

物と同じ餌を食べることにより、餌を巡って競争がおこる。 

・ 近縁の在来の種と交雑して雑種を作ってしまい、在来種の遺伝的な独自性がなくなる。 

② 人の生命・身体への影響 

・ 毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする危険がある。 

③ 農林水産業への影響 

・外来種の中には、畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加えたりするも

のもいる。 
 

◆外来生物被害予防三原則 ～侵略的な外来生物による被害を予防するために～ 

1.入れない …悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。 

2.捨てない …飼っている外来生物を野外に捨てない。 

3.拡げない …野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない。 

 

◆どのようなことが規制されるの? 

特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。 

① 飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止 

・ 研究目的等で、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っている等、特別な場合には許可

される 

・ 飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」という。 

② 輸入することが原則禁止 

・ 飼養等の許可を受けている者は、輸入することができる。 

③ 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止 

④ 許可を受けて飼養等をする者が、飼養等する許可を持っていないものに対して譲渡し、引渡し等 

をすることが禁止(販売することも含まれる) 

⑤ 許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込む等の、個体識別等の措置 

を講じる義務 

 

※ たとえば、特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが、そ

の場ですぐ放すことは規制の対象とはなっていません。 

(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。 

出典：環境省 HP 
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◆ 罰則は? 

特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、 

生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかない

ような事態を引き起こすこともあると考えるので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられま

す。 

① 個人の場合懲役 3年以下もしくは 300 万円以下の罰金/法人の場合 1億円以下の罰金に該当する 

もの 

・ 販売もしくは頒布する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (頒布(はんぶ)：配って広く 

行きわたらせること。) 

・ 偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合  

・ 飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合  

・ 飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合  

・ 特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合  

② 個人の場合懲役 1年以下もしくは 100 万円以下の罰金/法人の場合 5千万円以下の罰金に該当す 

るもの 

・ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合 

・未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合 

 

【田んぼの周りの代表的な外来生物の例】 

    
 

ウシガエル ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐｶﾞﾒ ｵｵｸﾁﾊﾞｽ(ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｽ) ブルーギル 

    

ﾀｲﾘｸﾊﾞﾗﾀﾅｺﾞ アメリカザリガニ カダヤシ スクミリンゴガイ 

 

 

 

 

ひとくちメモ 

 外来種は、駆除することが求められていますが、動物愛護の観点から駆除に関して必ずしも理解が得

られていないのが現状です。外来種は、生態系に対しての影響だけでなく、営農にも影響を与えており、

農作物への病害虫の蔓延や食害、強害雑草の侵入、家畜への伝染病の発生、漁獲量の低下等の問題から、

駆除する必要性は高まっています。 

111. 112. 113. 114. 

115. 116. 117. 118. 
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◆ 特定外来生物一覧 

 

 

【特定外来生物一覧】 

分類 種名 分類 種名 分類 種名

フクロギツネ マングローブヘビ セアカゴケグモ

ハリネズミ属の全種 ミナミオオガシラ クロゴケグモ

タイワンザル ボウシオオガシラ ジュウサンボシゴケグモ

カニクイザル タイワンスジオ Astacus属の全種

アカゲザル タイワンハブ ウチダザリガニ／タンカイザリガニ

ヌートリア プレーンズヒキガエル ラスティークレイフィッシュ

クリハラリス キンイロヒキガエル Cherax属の全種

タイリクモモンガ(エゾモモンガは除く) オオヒキガエル モクズガニ属の全種
(モクズガニは除く)

トウブハイイロリス アカボシヒキガエル テナガコガネ属の全種
(ヤンバルテナガコガネは除く )

キタリス(エゾリスは除く ) オークヒキガエル クモテナガコガネ属の全種

マスクラット テキサスヒキガエル ヒメテナガコガネ属の全種

アライグマ コノハヒキガエル セイヨウオオマルハナバチ

カニクイアライグマ キューバズツキガエル ヒアリ

アメリカミンク コキーコヤスガエル アカカミアリ

ジャワマングース ウシガエル アルゼンチンアリ

シママングース シロアゴガエル コカミアリ

アキシスジカ属の全種 チャネルキャットフィッシュ カワヒバリガイ属の全種

シカ属の全種
(ホンシュウジカ、ケラマジカ、マゲシカ、キュウシュウジ
カ、ツシマジカ、ヤクシカ、エゾシカは除く )

ノーザンパイク クワッガガイ

ダマシカ属の全種 マスキーパイク カワホトトギスガイ

シフゾウ カダヤシ ヤマヒタチオビ（オカヒタチオビ）

キョン ブルーギル ニューギニアヤリガタリクウズムシ

ガビチョウ コクチバス オオキンケイギク

カオジロガビチョウ オオクチバス ミズヒマワリ

カオグロガビチョウ ストライプトバス オオハンゴンソウ

ソウシチョウ ホワイトバス ナルトサワギク

カミツキガメ ヨーロピアンパーチ オオカワヂシャ

アノリス・アングスティケプス パイクパーチ ナガエツルノゲイトウ

グリーンアノール ケツギョ ブラジルチドメグサ

ナイトアノール コウライケツギョ アレチウリ

ガーマンアノール キョクトウサソリ科の全種 オオフサモ

ブラウンアノール Atrax属の全種 スパルティナ・アングリカ

ミドリオオガシラ Hadronyche属の全種 ボタンウキクサ

イヌバオオガシラ ハイイロゴケグモ アゾラ・クリスタータ

陸生貝類

植物類

節足動物

貝類

哺乳類

鳥類

爬虫類

爬虫類

両生類

魚類

節足動物

 
出典：環境省 2010 年 2月１日現在 
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用語解説

NO.

6

7

8

9

10

11

　本手引きの専門用語に関する解説を示す。本手引きの意図に即した使用のもとでの用語
解説であり、一般的に使用されてる意味とやや異なる場合もある。

1

2

3

4

5

用語 解説

水系ネットワーク

参加型ワークショップ

　魚類をはじめとした水生生物の生息から見た、水田－農業水路－河川の上
下流の連続性、及びため池など異なる水域との連続性。用排水の分離、落差
工や樋門などによって水生生物が移動出来ない場合、水系ネットワークが分
断されていることになる。

　住民参加手法の一つ。本来は作業場や研修会を意味するが、参加者に自主
的に活動させる講習会等の意味で用いられる。立場や専門性の異なる住民
が、農村環境整備等を目的に交流の場での自由な討議や集団的な体験を通し
て創造性を拡大し、計画に参加していく方法。共同作業を介し作業過程や作
業目標への改善指向が芽生えることも多い。計画作成への参加は、主体的な
達成感も高いため、住民による整備後の維持管理の担保性も高まる。

移動経路

外来生物法

順応的管理

コルゲート管

希少種

国内希少野生動植物種

承水路

水田魚道

　魚類をはじめとした水生生物が両方向に自由に移動できるような連続性の
ある空間をいう。水生生物の移動を可能にすることで生息環境のネットワー
クの広域化に重要な役割を果たすものである。

　一般的には排水路と水田との落差により魚類が水田へ遡上できなくなった
箇所に設置して、排水路から水田への魚類の遡上を可能とする施設。
　また、河川と水路との連続性を回復する施設など、魚類の移動経路全体を
結ぶ手段のこと。

外来種

　特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止
し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展
に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資する法律。問題を引き起
こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼育、栽培、保
管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこと
が目的となっている。

継続的なモニタリング評価に基づき、維持管理手法について、当初の計画時
点から見直しを行うことが適切な場合に、現場の条件に合わせて随時修正を
行うという管理手法。

背後地からの流出水を遮断し、流出水を排水本川に直接導く目的で、背後地
との境界に設ける開水路。本手引きでは浸透水処理を目的とした水田脇の開
水路のこと。

　管壁が蛇腹式のひだになっている管。湾曲自在で、伸縮の自由度もある。
吸水性の良さと耐圧強度の高さを特長とし、軽量で取扱い易いパイプ。あら
ゆる土壌での施工が容易で、暗渠排水管等に用いられる。
　本手引きでは、コルゲート管を水田魚道として利用した例を紹介してい
る。

本手引きでは、環境省や県策定のレッドデータブックに記載されている種と
して扱った。一般的には固有性、希少性、立地依存性、脆弱性や学術上の重
要性などからみて貴重と考えられる生物種を指す。

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」により、指定さ
れて種であり、環境省レッドデータブックやレッドリストにおいて絶滅のお
それがあるとされた種とされたもののうち、人為の影響により生息・生育状
況に支障を来す事情が生じているものの中から指定されている。指定種は捕
獲・販売・譲渡等が原則として禁止となっている。

本来分布していない生物種が偶然であるか意図的であるかを問わず、ある地
域に持ち込まれた場合に、その持ち込まれた種のこと。

62



NO.

24

25

18

19

20

21

22

23

12

13

14

15

16

17

生物多様性
　生物の間にみられる変異性を総合的に指すことばで、生態系（生物群
集）、種、遺伝子の三つのレベルの多様性によりとらえられる。従って、生
物多様性の保全とは、様々な生物が相互の関係を保ちながら、本来の生息環
境の中で繁殖を続けている状態を保全することを意味する。

モニタリング

用語

ワンド（湾処）

プールタイプ

底面粗度タイプ

ビオトープ

レッドデータブック

中干し

二次的自然

落水

　水田魚道などの環境配慮対策を講じた後に、想定どおりの効果を発揮して
いるかどうか、一定期間の間、継続的に確認を行うこと。

　本手引きでは、主にビオトープ水田の意であり、魚類をはじめとした水生
生物の生息・生育環境の保全や維持管理に配慮した生息場所のこと。
　休耕田や耕作放棄地を活用して水を張り、水生生物の生息・生育場所を確
保する試みもある。

淡水魚文化

　二次林、二次草原、農耕地など、人と自然の長期にわたるかかわりの中で
形成されてきた自然。原生自然に農業などの人為的な生産活動が加わって生
じた二次的な自然。

　環境省が、日本の絶滅のおそれのある野生生物種について、それらの生息
状況等をとりまとめたもの。都道府県単位でも編纂されている。

水田魚道の底面に凹凸がついたタイプの魚道。主に底生魚や体高の低い魚種
が遡上可能である。

解説

　本手引きでは　「食」、「伝統的な漁法」、「子供の水辺遊び等の教育」
といった価値を有する文化のうち、淡水魚に関連する文化の総称の意。農村
地域ではこれら文化に地域の生物として淡水魚が密接に関連している場合も
ある。

　川や農業用水路の淀みや淵をいう。近年、希少魚類をはじめ種々の生物を
共存させる豊かな環境であることが認識されている。

　中干しや除草剤散布などのために、水田の湛水を排出すること。特に、稲
が成熟期に入り、かんがい期が終わり、給水をやめて水田の残留水を排水す
ることを指す場合もある。

保全対象生物 　水田魚道等の環境配慮対策の計画・設計を行うにあたり、検討のポイント
を明確にするために選定する生物。

生活史
　生物の一生の全過程で発育に伴って段階的に起こっている形態的・生理的
変化と密接に関連して変化していく棲息場・行動・食物・外敵などの生活の
仕方そのものを指す。

注目すべき生物
　生態系の指標性（上位性、典型性、特殊性、希少性）や水田魚道等の環境
配慮対策における影響、地域住民の意向等を踏まえ選定する地域の生態系を
代表する生物。

　水田魚道内に堰板等を設置し、魚道内に一時的に深み等の水深を確保した
タイプの魚道。遊泳力の劣る魚種や底生魚だけでなく体高の高い遊泳魚も遡
上が可能である。

　稲の栄養生長期間中、最高分けつ期を過ぎて分けつ停止期に近づいたころ
に、落水して水田を干し、一時的に乾田状態にすること。土壌に酸素を供給
し、還元状態で起こる様々な根の障害を防止、根の活力を増進させると同時
に窒素の過効を抑える。
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１.水田魚道に関するワークショップとは 

農林水産省農村振興局では、農業農村整備事業における生態系配慮の技術指

針（平成１９年２月 (社)農業土木学会発行）の内容拡充を目的として、より具

体的な技術的手法や事例等を示すための技術資料の蓄積を行っており、このう

ち中国四国農政局では「水田魚道」に関する技術資料を重点的に収集・整理す

ることになっている。 

そこで、水田魚道に関する事例紹介などを通じて知識の共有を図り知見を深

め、事例を通じた技術的課題の解決策等の検討・検証を行い、中国四国地方の｢水

田魚道にかかる手引き｣を取りまとめることを目的とした｢参加型ワークショッ

プ｣のことである。 

 

２．構成員 

 

座 長 

 日 鷹
ひ だ か

 一 雅
か ず ま さ

 准教授   愛媛大学農学部生物資源学科・大学院農学研究科 

 

委 員 

 岩 田
い わ た

 明 久
あ き ひ さ

  教授   京都大学大学院アジア･アフリカ地域研究研究科 

 角 道
か く ど う

 弘 文
ひ ろ ふ み

 准教授   香川大学工学部安全システム建設工学科 

 田 代
た し ろ

 優 秋
ゆうしゅう

 特任助教  徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部 

 

参加者 

 国、県、市町等の行政、各県土地改良事業団体連合会等 

 

事務局 

 中国四国農政局 土地改良技術事務所 

 

 

水田魚道に関するワークショップ(第 1 回～第 6 回) 

g22ia0
テキストボックス
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３.水田魚道に関するワークショップの開催経緯 

 

開催回 日程 開催場所 ワークショップのテーマ 

第１回 H21.2.24 
中国四国農政局 

土地改良技術事務所 

・ 水田魚道の意義について 

・ 水田魚道の普及に対する問題点 

・ 本ワークショップで取り組むべき

課題と方策について 

第２回 
H21.7.2 

  ～3 

山口県山口市 

（嘉年地区） 

【現地調査】 

・たのしく もうかる つながる水田

魚道について 

第３回 
H21.12.3 

   ～4 

広島県世羅郡世羅町 

（世羅地区） 

【現地調査】 

・水系ネットワーク形成を図る場合

のきっかけづくりや地域における取

り組みについて 

第４回 H22.2.16 
岡山県岡山市 

（藤田地区） 

【現地研修】 

・淡水魚文化との関わり方 

・水田魚道の手引きについて 

設置実証 
H22.6.1 

 ～10.5 
愛媛県西予市 

・水田魚道の設置 

・モニタリング調査 

第５回 
H22.11.18 

 ～19 

徳島県鳴門市 

（えんたのれんこん

推進会議） 

【現地調査】 

・水田魚道のきっかけづくりや地域

の取組みについて 

・水田魚道設置の進め方について 

・ 地域住民等の参画による水田魚道

の設置について  

第６回 
H23.3.15 

 ～16 

中国四国農政局 

土地改良技術事務所 

・水田魚道の取り組み評価について 

・水田魚道の手引きの取りまとめ 
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４．水田魚道に関するワークショップ開催結果の概要 

 
【第１回 水田魚道に関するワークショップ】 

 
１．話題提供：「水田魚道のすすめ」（水土里ネット福井 鈴木正貴氏） 

 ○水田魚道の現状などについて話題提供 
  ・水田魚道の工法事例 
  ・水田魚道の抱える課題 
  ・日本におけるドジョウの市場 
 
２．水田魚道に関するアンケート結果について 

【目的】：水田魚道の普及状況の把握（平成２１年２月時点） 
【対象】：中国四国管内９県における農業農村整備事業等での水田魚道の設置事例 
【設問】：農業農村整備事業等における水田魚道の施工実績 

（地区名、保全対象種、水田魚道タイプ等） 
【アンケート結果の概要】 
①設置数：１０基（全３地区） 
②水田魚道タイプ：水田直結型 
③保全対象種：タモロコ、コイ、フナ、メダカ、ドジョウ、カワバタモロコ等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．テーマ別検討結果について 

 

テーマ①：水田魚道の意義について 

 
＜結論＞ 

水田魚道の意義については今後のワークショップでの継続審議とする。 

 

【委員及び参加者からの主な意見】 

【水田周りの魚類に対する現状認識について】 

鈴木氏講演 
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・ 魚は多いが地元の意識には差がある。 

・ 在来種もいるが、外来種の増加が気になる。 

・ 整備済みの水路でも結構魚はいるが、整備前後で魚類相が変化している。 

・ パイプライン化で水路自体がなくなる地区もある。 

・ 実際に保全効果を上げた対策事例が少ない。 

・ 古い水路には多くの魚がいるが、整備後の三面張り水路には魚が少ない。 

・ 水田への移動が必要な魚がいる地域では、移動経路も整備すべき。 

【水田魚道の意義について】 

・ なぜ水田魚道が必要なのか、水田魚道を設置することでどのようなメリッ
トがあるのか、このワークショップでしっかり議論すべき。 

・ 単なる構造物としての「狭義の水田魚道」とは異なる、「広義の水田魚道」
というものを位置づける必要がある。 

・ 水田周りの魚類についての現状認識については、地域や立場によって差が
あるため、もっと認識を深めることが議論の前提として必要。 

・ 生態系保全という一面から捉えるのではなく、食文化を含めた多面的な検
討が必要ではないか。 

・ 世界的には、水産資源の枯渇によるタンパク質争奪戦が繰り広げられつつ
ある状況であり、食糧としての淡水魚という視点は重要。 

 
テーマ②：水田魚道の普及に対する問題点について 

 
＜結論＞ 

水田魚道の意義や定義が不明確なことが普及に対する最大の問題点である。 

 

【委員及び参加者からの主な意見】 

・ 地元からは水田魚道は維持管理が大変になるといった意見がある。 

・ 水田魚道を普及させるためには、地元へのインセンティブが必要である 

・ 水田魚道の設置により、アメリカザリガニやカダヤシなどの外来種が蔓延
するなど、デメリットが生じることもあるため、普及には慎重さも必要。 

・ 何のために水田魚道をつくるのかという目的意識が不明確なため、なかな
か普及しないのではないか。 

・ 水利用には地域ごとに違いがあるため、必ずしも構造的なネットワークの
接続にとらわれるべきではない。 

・ 普及のための前提条件として、水田魚道の意義や定義を明確にする必要が
ある。 

・ 普及に対しては 3つの課題がある。 

技術的課題･･･どういう魚道をつくるか？ 

生態的課題･･･どのような効果があるか？ 
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実践的課題･･･いかに地元に受け入れられるか？ 

・ 地元に受け入れられるためには、ソフト面からアプローチする方がよい。 

・ 水田魚道の整備を、「安全な食」（無農薬栽培など）につなげることができ
れば、他人事から自分事へと意識が変化し、普及が進むのではないか。 

 
テーマ③：本ワークショップで取り組むべき課題と方策について 

 
＜結論＞ 

本ワークショップでは以下の 3つの課題に取り組む。 

課題１：水田魚道の意義の明確化 

課題２：広義の水田魚道の定義づけ 

課題３：水田魚道設置地区の検証 

方策として、現地での実践的ワークショップを開催し、上記の課題に取り組む。 

 

【委員及び参加者からの主な意見】 

・ まずは水田魚道の意義を明確にすることが一番大きな課題。 

・ 中山間地域が多い中国四国地方に合った、広義の水田魚道（中国四国型の
水田魚道）を定義づけることも重要な課題。 

・ 広義の水田魚道の定義は、九州を含む西日本に広く適用可能な概念となる
可能性がある。 

・ 実際に水田魚道を設置した地区において、現在どうなっているのか、問題
は発生していないのか、地元はどう受け止めているのかなどの検証が必要。 

・ 農地・水・環境保全向上対策地区など、ソフト事業実施地区でワークショ
ップを開催し、現地で実際に水田魚道の整備計画を検討するなど、実践的
なケーススタディをしてみてはどうか。 

・ 現地でワークショップをする際には、地元の人にも参加してもらうことが
重要。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日鷹座長の進行 発言する参加者 開催状況 
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【第２回 水田魚道に関するワークショップ】 

 
１．現地調査（経営体育成基盤整備事業 嘉年地区） 
  
【事業で整備した水田魚道を現地調査】 

・整備内容や環境配慮施設の管理状況の説明を受け、3班に分かれ現地調査を実施 

  （確認項目：生き物の生息状況、水の流れ、環境配慮方法等） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．テーマ別検討結果について 
 

テーマ：たのしく もうかる つながる 水田魚道について 

 
中国四国地方における水系ネットワークについて 

＜総括＞ 

1 急傾斜地形 宿命 

2 プロセス共有 

3 生き物と人々がつながる道(パス) 

4 もっと、かる～い水田魚道を 

5 生物多様性 

 
 

【委員からの主な意見】 

 (角道委員) 

・かつては、山際に沿って、用水路が流れていたが、ほ場整備で、排水路を山際に整
備したことにより、水のネットワークを分断している。 

・環境配慮の各パーツを評価する目線が必要である。 

  例)ビオトープ水路における土砂の堆積は中島になり、植生や水の流れが多様にな
るなど。 

・環境配慮におけるプロセスの共有が重要である。 

    例)土砂の堆積を撤去するか、放置するか、地域住民で話し合って行うなど。 

  

現地調査の状況 現地調査の状況 
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(田代委員) 

・嘉年地区では、生き物と生き物をつなぐ道(パス)をつくったが、この道(パス)が生
き物と人をつなぎ、さらには、人と人をつなぐようにすることが必要である。 

・現在、桜の植樹場所において、休憩できないなどの問題があるが、農家の作業風景
にとけ込むようにすることが必要。そうすれば、農業での助け合い(人と人とのつな
がり)をさらに育める。 

・生き物とかかわり、楽しみながら農業を行うことが必要である。 

(日鷹座長) 

・工学的な観点として、中四国地方では、急傾斜地形は宿命である。 

・生き物と人々がつながる道は運動論である。 

・人間工学的に、柔軟性が高い水田魚道が必要である。 

・生物多様性に配慮が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境情報マップの作成状況 ワークショップの状況 
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【第３回 水田魚道に関するワークショップ】 
 
１．現地調査（経営体育成基盤整備事業 川尻地区） 
  
【事業で整備した水田魚道を現地調査】 

・整備状況や営農状況について説明を受け、現地調査を実施 

  （確認項目：生き物の生息状況、水系ネットワークの状況等） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．テーマ別検討結果について 
 

テーマ：水系ネットワーク形成を図る場合のきっかけづくりや地域における 

取り組みについて 
 

【委員からの主な意見】 

(日鷹座長) 

・立ち止まって考えることが必要であり、WS を地元で行えるようになってほしい。 

・目的あっての手段である。水田魚道の目的を明確にすることが重要である。 

 (岩田委員) 

・昔の自然との付き合い方と今のそれとは違う。 

・昔に戻るというのではなく、今の自然をいかに使って新たな文化をつくるか。 

・川尻地区ではタモロコのために魚道をつくったがタモロコは戻ってきていない。し
かし、他の生物は復活しており評価ができる。多様なものさしを持つことが必要であ
る。 

・新たなコミュニティづくりが重要である。 

 (角道委員) 

・活動の動機付けとなるようなおいしい感覚を感じてもらうことが重要である。 

 (田代委員) 

・水田魚道は魚を守るためだけに存在するのではなく、かかわる人を守ることが重要
である。 

・魚だけでなく人にとっても何か得られるものがないと魚道の意味がない。 

現地調査の状況 現地調査の状況 
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【参加者からの主な意見】 

・多くの人がかつて身近な淡水魚を食べた経験があるが、現在では食べる機会がほと
んどない。 

・豊岡のようにコウノトリが飛来してきたら県保護条例を進め、飛来確認時には保護
担当者に連絡するなど保護体制を整備する。 

・川尻地区ではふるさとの体験として昔の米づくりや、生き物調査を実施している。
田植えや、魚つかみのイベントなども水田魚道とセットにして行うことで子どもから
大人まで関心を持ってもらえるのではないか。 

・重要なのは旗ふり(きっかけづくり)である。 

・文化、郷土料理の復活や、子どもに取り組みを始める場面の状況をみてもらうこと
で水田魚道への関心が高まる。 

・「共通の目標」を持つことで水田魚道の維持管理につなげてもらうことがポイント。 

・通学路の草刈り、赤城跡でのとんど焼きなどのイベント、地元名産(アスパラ、マ
ツタケ)の活用など水田魚道以外の点に着目し共通の目標を持ってもらうことで、地
元の人による水田魚道の管理体制が築かれるのではないか。 

 
【その他：活用できる手引き策定に向けた意見】 

・地域住民が使えるマニュアルづくりが必要である。 

・人とのかかわりに関するソフト面を重視した内容のマニュアルづくりが計画、施工
管理、モニタリング各編において必要である 

・計画編では水田魚道への動機づけとなるような内容にし、施工管理編、モニタリン
グ編では実績を示すことが重要である。 

・何のための魚道、マニュアルであるか考える必要がある。 

・コウノトリ米など付加価値のある事例の収集 

・人々が親しみやすいテーマに、人とのかかわり方について記述する 

・管理方法のモニタリングについて記述 

・調査やモニタリング結果のビジュアル化について記述 

・生き物を守るという以外の視点について記述 

・昔の伝統を伝える内容にする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境情報マップの作成状況 班毎の事例発表の状況 
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【第４回 水田魚道に関するワークショップ】 

 
１．現地研修（岡山県岡山市藤田地区） 

 
 
テーマ：淡水魚文化とのかかわり方と近年の取組について 

 
・藤田地区の淡水魚とのかかわり方と近年の取組について 

・岡山市に生息する淡水魚について 

・水質浄化の取組みについて 

・淡水魚食文化について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
【現地研修での主な意見】 

・淡水魚食文化としてはフナを材料にした郷土料理「鮒飯(とんとこ飯)」がある。 

・藤田地区は乗田方式によるかんがいを行っているので、水田魚道の必要ははい。5
年後のパイプラインによる整備が完了した際には水田魚道を設置する意向がある
(鮒飯に利用されるフナは 5月になると産卵のために水田に遡上する習性がある)。 

・漁師の高齢化が進み後継者探しが必要である。 

・各家庭で大きな鍋で鮒飯をつくっており、フナの他に野菜、油揚げ、豆腐等の具
材を入れるなど、家庭ごとに流儀があった。 

・冬季に獲れるフナは脂がのっており、泥臭さがなく寒ブナと呼ばれる。鮒飯には
寒ブナが利用される。 

・昔は、水田の水を落としたときに水路の中に網を持ってフナ等の淡水魚を捕獲し
ていた。 

・昔は用水路にヨシが生育しておりメダカもそこに生息していた。メダカを網です
くって捕獲し、唐辛子を入れて泥を吐かせ、佃煮にして食べた。 

 
 
 
 
 

現地研修の状況 鮒飯（とんとこめし）の試食 
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２．手引きについてのワークショップ（土地改良技術事務所） 
 
 

 

 

 

 

 

 

【手引き策定に向けた委員及び参加者の主な意見】 
 
① 現在の手引きを“技術編”“普及編”に分けて整理する。 

どうしたら魚道をつけられるのかというときに使えるよう、技術部分の記述を中
心とした“技術編”の他に“普及編”についても作成すると良い。 

  １）普及編についての意見 

・これから魚道をつくろうかと思う地域のために読み手のレベルにあう話を記載す
る。 

・農家や一般の人がみても理解できてやる気になるように書き方を工夫する。維持
管理にもつながるようにする。 

・地域活動レベルでは、ハードルを低くすることによって「設置して楽しむ」こと
を念頭に整理していくべき。「作りましょう」といって設置を前提に、その後の改
善方向や、維持管理についてわかりやすく示していく。 

・事業や地域の多様性の中で水田魚道をどう位置づけるかについてボトムアップの
視点で書く。 

・水田魚道の種類については工法としての水田魚道というものを示す前に水田脇の
承水路のように「物（施設）がなくても現場の状況が整えば魚道になりうる」と
いうことから、地域にもそういった場所があるという「気づきの視点」を書き込
んだ方がよい。 

・手引きの目標と手引きを使う対象者、手引きによって得られる効果を明確にしな
ければならない。営農に対するメリットを書き込み、『人にとっての水田魚道』が
導入部に必要。 

・食文化は郷愁だけにとどまらず、長期的な『食の安定供給』の視点を取り込む。
フードアクションプラン（国産推進）などに絡めていくような仕組み作りが必要
ではないか。淡水魚をたんぱく源として必要とする時代が必ず来る。 

  ２）技術編についての意見 

・環境配慮対策の進め方として、調査から必ず入る必要はない。どの段階
（Plan,Do,Check,Action）から取り組んでもいいのだという概念を入れる。 

・水田魚道の定義づけが必要である(広義での水田魚道)。水田と排水路との落差解
消だけでなく、水路-河川間、水田-上流側のため池間の落差解消についても考慮
する。 

・環境配慮対策の検討(計画)、環境配慮工法の選定(設計)、工法等詳細設計(ネット

テーマ：使いやすい手引き策定に向けて 

〈総括〉 

1.手引きを“技術編”“普及編”に分けて整理する。 

2.中国四国地方における淡水魚と水田魚道をテーマにする。 

3.順応的管理の重要性を強調する。 

4.水田魚道にテーマをもたせる。 
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ワークごとの設計の考え方)の内容については調査時にも必要な考え方であるの
で、調査について記述する際にも述べるようにする。  

・魚類のみを対象にした手引きにした方がよい。水田を使用する淡水魚はおよそ 40
種もいる(参考:斉藤憲治、片野修、小泉顕雄 淡水魚の水田周辺における一時的
水域への侵入と産卵 日本生態学会誌 1988)。種ごとに生活史を整理して手引き
に整理するとよい。 

・水田魚道を設置する際にどういう場所に設置するのが望ましいか、目安のような
ものがあるとよい。 

 
② 中国四国地方における淡水魚と水田魚道をテーマにする。 

中国四国地方は淡水魚に関わる食文化に多様性、奥深さがあり、地域ごとの食文
化（郷土料理）についてまとめたものを整理すると良い。 

・滋賀県の場合、淡水魚の文化(例:鮒寿司)の存在が『魚のゆりかご水田プロジェク
ト』の早期浸透、定着に寄与していると考えられる。 

・淡水魚をいかに若い人たちにも食べてもらえるかは課題。鮒飯まつりが行われた
地域では中学生がおかわりしていた。お年寄りの方が食べたがる家庭では鮒飯を
つくるが、お年寄りがいなくなると作らなくなっていく例が多い。 

 
③ 順応的管理の重要性を強調する。 

自然においては分からない部分の方が多く不確実性を伴うため、順応的管理につ
いて重点を置く必要がある。 

・順応的管理を強調する理由は、各地域での調査の時期、方法について知ることが
必要なためである。例えば、生物の場合、同種であっても場所によって生活史が
変わったりするので専門家の意見とはいえ不確実性を伴う。ひとつの事例を一般
論化するのは危険であり、その地域に適合した管理方法を知る必要がある。 

・順応的管理、モニタリング調査は施設の補修や修正を行うためだけでなく、地域
生態系の理解を深めるためのものでもあり、両面性をもつ。 
 
④ 水田魚道にテーマをもたせる。 

水田魚道の設置目的としては次のものがある。①暮らしの魚道 ②もうかる魚道 
③学びの魚道 ④癒しの魚道 特に、暮らしの再生に寄与した水田魚道の事例は全
国的に見てもほとんど例がない。 

   

1.暮らしの魚道 

地域の食文化等の暮らしの再生を目的とするものである。 

2.もうかる魚道 

・トキやコウノトリのために水田魚道を設置し、生き物ブランド米等地域の農産
物に付加価値をつけることを目的とするものである。 

・ビジネスを目的とした魚道もある(例:滋賀県の鮒寿司)。中四国では利益を出
すのは難しいかもしれないが、やってみなければわからない。 

3.学びの魚道 

事業の時に水田魚道はどうですか?と持ちかけると結構興味を持ってもらえる。
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再整備の時等に軽い入り方で入り、ここから環境教育を目的とする。 

4.癒しの魚道 

徳島では自ら魚道を設置し順応的に改良している方がいる(自分自身のこだわり
を取り入れた例)。また、設置された魚道をメダカが上っていくのを毎日観察し
ているお年寄りの方もいる。魚道そのものに対し楽しみを見いだして取り組んで
いる例もある。 

 
【その他の意見】 

・水田魚道を設置したことで生態的なネットワークが回復しても、それが必ずしも
生物多様性に結びつくとは限らない点に注意する。ネットワークが開いたり閉じ
たりすることで生物多様性が維持される。水田魚道をつくる単純な目的は魚を増
やすことでそれが生物多様性に寄与する。その点に留意する。 

  ・水田魚道を神格化しすぎないように注意する。魚道の持つ可能性について考える
必要がある。必ずしも魚道をつけたからといって何でもできるわけではない。水
田魚道を使って遡上する生物は限られている。 

・水田魚道の設置は最も優先されるべきことなのか考える必要があるのではないか。
水系や水路計画、生物の生息(外来種を含む)について知見を得て、それらの問題
を解決した上で、その後魚道について考えるのが妥当ではないのか。段階を踏む
必要がある。香川県の場合、外来魚がはびこっているのでそれらを駆除すること
がまず先決である。 

・外来種から守りつつ、在来種が成長できる環境をつくることが大切。水路だけで
も水路植栽（産卵場）と適当な水位変動があれば、外来種防除をすると魚は増え
る。 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークショップの状況① ワークショップの状況② 

80



【第５回 水田魚道に関するワークショップ】 
 

１．現地調査（ 徳島県鳴門市 えんたのれんこん田） 

・えんたのれんこん推進会議の取り組みと水田魚道設置のいきさつや管理手法について
聞き取り及び現地調査を実施 

 （調査項目：生き物の生息状況、水田魚道の設置状況、水系ネットワークの状況等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【えんた（縁田）の目的と水田魚道】 

・えんた（縁田）とは、水路の際に上げた泥と耕作道との間に出来た半水没の田ん
ぼのことで以下の３つの目的がある 

① 通水を良くするために水路から上げた泥を有効活用すること 

② 泥を水路の際に盛って、わずかな土地(＝縁田)に作物を植えることで収量増 

③ 水田魚道や泥上げ体験など様々な活動を通して人の繋がりを復活する（縁） 

また、縁田には、馬追い道を少し崩して泥を盛り、水路の際に半水没の田をつ
くる方法もある。泥に養分が含まれているので、肥料もいらず経済的であった。 

 
 
 
 
 
 

（出典：田代優秋(2010.10)；『氾濫原の農業水路
における伝統的な半水没水田“縁田”とそ
の変遷』環境システム研究論文集 vol38） 

 
・本地区における水田魚道は、コンクリートで固めたものでは無く、地元が好きに
改良できるように設置してあり、魚（主にメダカ）が遡上できるように地元の農家
の方が、水量や設置勾配を調整するなどして、日々進化している。 

 
 

現地調査の状況 どまじょうれんによる泥上げ作業体験 

えんた（縁田） 
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２．テーマ別検討結果について 

参加型の水田魚道の取り組みや維持管理について以下の３つの異なる立場を想定して
それぞれの立場から３班に分かれてテーマ毎のグループ討論をおこなった。 
【それぞれの班の立場】 

立場１：コウノトリが飛来した場合 

立場２：営農と地域活動の両面から考えた場合(徳島型) 

立場３：何もない状態から設置をする場合 

【討論するテーマ】 

テーマ①：水田魚道のきっかけづくりや地域の取り組みについて 

テーマ②：水田魚道設置の進め方について 

テーマ③：地域住民等の参画による水田魚道の設置と管理について 

 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

【立場１：コウノトリが飛来した場合】 

 

 

 

 

 

 

テーマ① ～水田魚道のきっかけづくりや地域の取り組みについて～ 

 キーワード：無理せず、あせらず、楽しむ  

・水田魚道を設置した後に、コウノトリがいなくなる場合もありうる。ゆっくり地域
で話し合って水田魚道の位置づけを考え、コウノトリがいなくなっても地域の理念
に沿って取り組みを続けられるようにする。 

・行政からのトップダウンではなく、地元住民が自分たちの意志で取り組めるシステ
ム作りが必要。 

・付加価値、経済効果をもたせる。 

 
テーマ② ～水田魚道設置の進め方について～ 

 キーワード：フィードバック、長続きさせるシステム 

・入り口論(水田魚道の位置づけ、地域の理念)をしっかりさせることが重要である。 

・コウノトリのためだけに水田魚道を設置しても長続きしない。様々な要素を含めな
がら、いつも最初の理念に立ち戻れるようなシステムを作る。 

・設置した水田魚道に価値が生まれるように、経済効果、マーケティング(ドジョウ
を売るなど)なども考慮するとよい。 

 

〈総括〉 

① 降臨したけど、じっくりと 

  コウノトリが来鳥してしまった事実は受け入れるしかないが、じっくり取り組む。

② フィードバックの多様型 

  多様な人々が関わり、多様な問題が発生するため、常にフィードバックをかける。

③ コウノトリをきっかけにした地域文化おこし 

  コウノトリを地域文化おこしや経済効果につなげる 
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テーマ③ ～地域住民等の参画による水田魚道の設置と管理について～ 

 キーワード：食文化 

・食文化と、フィードバックできるシステム、長続きするシステムはリンクする。 

・地域のお年寄りなどと交流しながら、食文化と水田魚道をリンクさせ、地元の人々
が取り組めるようなシステムを作る。 

 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

【立場２：営農と地域活動の両面から考えた場合(徳島型)】 

 

 

 

 

 

 

テーマ① ～水田魚道のきっかけづくりや地域の取り組みについて～ 

 キーワード：生き物、事業(きっかけ)、人(既存のグループ)、情報 

・前提として、環境配慮の事業は、生き物に配慮することが目的ではなく、農家が営
農する上でよりよくすることが目的であることを忘れてはならない。そこを履き違
えると地元が反発して喧嘩になる。 

・希少種がいれば、生き物をきっかけにして水田魚道のメリットを生み出せる。 

・事業をきっかけに、地域・集落づくりへ発展させる方向で水田魚道を設置する。 

・既存のグループがあれば、人をきっかけにして水田魚道を設置することができる。 

・水田魚道の効果や他地域の事例を紹介するなど情報を発信しライバル心を生む。 
 

テーマ② ～水田魚道設置の進め方について～ 

 キーワード：水管理簡単マニュアル、自分で選んで自分で作る、人に見せる魚道  

・水管理が難しいと思っている農家が多いが、水はかけ流しでなく雨水でもよい。 

・様々な地域の事例を提示し、地域に合った魚道を自分で選んで自分で作れるように
すれば、水田魚道に対する愛情が醸成される。 

・材料を提供し、自分たちで作った水田魚道でコンテストを開くなど、人に見せる。 

・場所の選び方を生き物ではなく、もっと人よりに考えて選ぶ。 
→（例）観察しやすい場所を選ぶ(人に見せる魚道)。 

 
テーマ③ ～地域住民等の参画による水田魚道の設置と管理について～ 

 キーワード：日常管理と非日常管理 

・日常管理(壊れた時の修理、水管理など)→地域管理支援体制が必要 

〈総括〉 

① あの手この手の情報戦略 

  地域の生き物や水田魚道に関する情報を発信する。 

② 大リーグボール型魚道(＝成長型魚道) 

  対象が自然、人間など多種多様であり、観客がいて、かつ進化する魚道 

③ 総合型(日常・非日常管理) 

  日常・非日常型管理をどのように行う総合的管理が必要 
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・非日常管理(生き物観察会、イベントの活用等)→いざやるとなると実践するのが難
しい。 

 
～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・ 

【立場３：何もない状態から設置をする場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ① ～水田魚道のきっかけづくりや地域の取り組みについて～ 

 キーワード：付加価値、モデルケース 

・付加価値を示すことができればよい。付加価値には経済的な付加価値、精神的な付
加価値などがあるが、いずれにしてもはっきりした付加価値を示すことが難しいと
いう問題がある。 

・魚がいれば成功なのか、経済効果が生まれれば成功なのか、何をもって成功と言え
ばよいのかわからない面はあるが、何らかの形で「成功」とよべるモデルケースを
作ることが水田魚道づくりのきっかけになる。 

 
テーマ② ～水田魚道設置の進め方について～ 

 キーワード：地域一体  

・地域一体でいかに取り組むかが重要である。 

・効果を挙げるには、地域の中の人がいかに自主的に活動するかによる。 

・地域の人々が、大きな枠組みで水田魚道を設置していく。 
 

テーマ③ ～地域住民等の参画による水田魚道の設置と管理について～ 

 キーワード：地域住民の参加 

・農家の職業は農業であり、水田魚道の管理まですべて任せるのは厳しい。 
→地域住民のボランティアを募るなどして地域全体で管理していく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈総括〉 

① 宣伝型～地域に合ったお田から探し～ 

  様々な事例(モデルケース)を基に動機付け(きっかけづくり)をしていく。 

② フィードバック多様型 

  きっかけや事例(入り口)によって設置の進め方が変わっていく。 

③ 内外の参加型 

  外からの参加によって活動に刺激を与える。

ワークショップの状況 討論結果の発表状況 
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【第６回 水田魚道に関するワークショップ】 
 

１．水田魚道の取り組みの評価手法の検討について 

１）検討概要 
水田魚道の手引き（案）の大きな構成について、第５回までに以下の流れで整理を
行ったが、最も重要な入り口と出口の議論のうち、水田魚道の取り組みの評価（出口）
について、議論がなされていないため、評価手法や評価例について参加型ワークショ
ップの手法で検討を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）評価手法 
JICA の事業評価手法を参考に評価軸を設定し、評価軸に沿って水田魚道の取り組み
方の目的に対する評価を行う。 

取り組み方 
暮らし 

(生活・文化) 

もうかる 

(経済性) 

学び 

(教育) 

心の豊かさ 

(癒し) 

生き物 

(生態系) 

評

価

項

目 

妥 当 性      

効 果      

効 率       

インパクト   例)うまい酒
がのめている
か 

  

持 続 性      

 
 
 

 

水田魚道の取り組み(入口) 
5 つのパターン(心の豊かさ・学び・暮らし・もうかる・生き物) 

水田魚道の設置 
調査、計画、施工の流れで水田魚道を設置する。 

モニタリング 
魚類の遡上状況や維持管理手法などについてモニタリングを行う。 

水田魚道の取り組みの評価(出口) 
自ら行った取り組みに対して、自ら評価行い、成果と教訓を分析する。 

・うまい酒がのめている＝心の豊かさ(癒し)を目的として水田魚道を設置し 

たときのインパクトの指標 
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（評価項目の説明） 

妥 当 性：目標・目的に対し、水田魚道の設置(手段)が妥当であったか 
効 果：どの程度効果があったか 
効 率：効率よく行えたか 

インパクト：効果として直接的に得られた成果以外の間接的・副次的効果(波及効果) 
持 続 性：今後の取り組みに向けた継続性、可能性はあるか 

 

２．ワークショップでの検討結果  

 

 

 

３）参加型ワークショップにおける評価表 

 

 

１）水田魚道の取り組み評価の指標（結果の一部抜粋） 

取り組

み方 

暮らし 

(生活・文化) 

もうかる 

(経済性) 

学び 

(教育) 

心の豊かさ 

(癒し) 

生き物 

(生態系) 

評

価

項

目 

妥
当
性 

・失われていた食文

化・農村風景が復活

したか 

・作物のブランド化

(売り)はできたか 

・教育現場の教材に

なったか 

・癒されたサラリー

マンが集うか 

・魚類以外を含めた

生物相が豊かにな

ったか 

効
果 

・その料理をこの一

年間でどれくらい

食べたか 

・収入は増えたか ・生き物の大切さを

感じたか 

・土の温もりを感じ

たか 

・他の想定外の生き

物が増えたか 

効
率  

・食材を無理なく調

達できているか 

・営農性は向上した

か 

・多数参加したか ・水田魚道をつく

る、管理する労力を

いとわなくなった

か 

・施設の維持管理が

大変ではないか 

イ
ン
パ
ク
ト 

・高齢者が生き生き

としているか 

・模倣商品が増えた

か 

・世代同士、親子の
交流が増えたか 

・水田にちなんだサ

ークルが登場した

か 

・外来種が増えたか 

持
続
性 

・地元住民の協力は

得られたか 

・マーケットはでき

たか 

・先生自身も楽しい

か 

・いろいろな人種の

心と心のつながり

が発生したか 

・生物多様性が回復

して人が来るよう

になったか 

 

 

テーマ：水田魚道の取り組みの評価を行うための具体的な指標を開発する 

〈総括〉 

・ネットワーク(人-人、生き物-生き物、人-生き物)を重視して評価する。 

・マイナス面とプラス面を合わせて評価の指標を考える。また、マイナス面を減らし、プ

ラス面を増やす過程がすなわち持続性なのではないか。 

・妥当性、効果、効率を一つにまとめ、もっと評価軸をシンプルにして評価指標を考える

とよい。 
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２）評価結果を踏まえた評価表の例示について 
ワークショップにて１）の評価結果を得たが、５つの取り組み方それぞれに重複す
る内容や、評価軸などが明確に分類できないため、水田魚道の取り組み方の評価につ
いては以下の表を用いることとする。 

評価軸 指標 
水田魚道を設置してよかった
こと 

予期していたこと  
予期していなかったこと  

水田魚道を設置して悪かった
こと 

予期していたこと  
予期していなかったこと  

取り組みをより良くするためには  
 

３．手引きについてのワークショップ  

【手引き策定に向けた委員及び参加者の主な意見】 

（普及編・全体に関する意見） 
・タイトルの副題は～楽しい水田魚道へのいざない～とする。 
・水田魚道からはじまる楽しみ方についてはどこから入っても良いようなイメージと
するため、5つの取り組みを 5角形に配置するような図を挿入する。 
・取り組み方の順番はいやし、学び、くらし、もうかる、いきものの順とする。 
・ 水のつながりでは、魚の移動経路を意味する場合は「魚が利用できる水のつながり
(水系ネットワーク)」、魚の移動経路という意味を含まず、用排水系統を意味する場
合は｢用排水系統｣に修正する。 
・写真はできるだけ大きくする(水田魚道の施工の写真など)。 

（技術編に関する意見） 
・技術編の構成は、第 2 章 調べよう(調査)、第 3 章 どう取り組むか(計画)、第 4
章 どんな形にするか(設計)、第 5 章 どうつくるか((施工)、第 6 章 どう管理す
るか(維持管理、モニタリング)とし、章構成に合わせて目次を変更する。 
・情報収集に現地調査を追加し、調査は情報収集の結果を踏まえたものとする旨を記
載する。 
・水田に遡上する魚類の利用形態(表)や注目すべき種の選定条件(表)、生物が利用す
る生息環境(図)については、ワークショップの委員の意見および関係資料を見直して
再整理する。 
・維持管理、モニタリングでの「みんなで楽しむ仕組みづくり」では、農地・水・環
境保全組織及び子供会・自治会を加えた図に修正する。 
 
 
 
 
 
 
 討論結果の発表状況 ワークショップの状況 
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【水田魚道 設置実証】 

 

１．水田魚道設置に至る経緯 

 愛媛県西予市宇和町は、昔から稲作が盛んで、水田ほ場整備も実施されてい

る。平成１４年以来、ナベヅルが飛来していたが、平成１８年よりコウノトリ

も飛来し、生物や周辺環境保護の意識が高く、水田魚道設置への関心も高まり

つつあったことから、水田魚道の資材を保有する中国四国農政局土地改良技術

事務所が、水田魚道資材の提供及びモニタリング調査を行うこととなった。 

 

２．設置場所及び設置状況 

 設置した水田魚道の諸元は以下のとおり。 
 

表 水田魚道諸元一覧表 

設 置 場 所

愛媛県西予市宇和町岩木地内  

北緯 33°23′14.367″ 

東経 132°28′11.453″ 

 

 

 

 

 

 

 

設 置 日 平成２２年６月１日 

タ イ プ 波付の丸型(底面粗度タイプ、可動式、固定式) 

延 長 ( m ) L=8.4m (勾配区間は 6.9m) 

勾 配 ( ％ ) 17.6 

材 料 左曲がりエルボ、波付きポリエチレン管(φ150mm)他 

接 続 排水路－水田直結型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(下流から撮影)              (上流から撮影) 
 

写真 水田魚道設置状況 

簡易魚道 
設置場所 
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図 水田魚道設置状況図 
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左 曲 り平面エルボ　 1 8 0 型

波付φ 1 5 0 ポリエチレン管
 L = 5 . 0 0 m

土 のう

木杭
4 . 5 c m × 4 . 5 c m × 6 0 c m
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0
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0

1
50

25
8

堰 板

角落 とし

左曲り平面エルボ　 1 8 0 型
田面高

平面エルボ設置高
( 田面高  - 5 c m )

水  路  断  面  図 S = 1 ： 2 0

6 0 0

60
0

平 　 面　図 S = 1 ： 2 0

流水方 向
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3．設置場所周辺の水系ネットワーク 

 水田魚道を設置した水田の区画は 70m×65m

であり、ため池から自然圧送で配水された用水は

給水栓で管理を行っている。 

（次頁に用水系統図を添付する） 

 

水田魚道設置以前は、水田と排水路間に落差が

あり、魚類が移動できる状況では無かったと考えられる。 

また、排水路は水田魚道設置位置から約 500m 下流で深ヶ川（肱川水系支流

1 級河川）と接続しており、通常時は深ヶ川と排水路間を魚類が容易に移動出

来る状態であると考えられる。しかし、深ヶ川の増水時は河川下流のラバーゲ

ートを倒伏させるため、河川の水位が低下し、排水路と河川の間に落差が生じ

る状況となる。 

なお、調査水田は中干し期に魚種が避難できる素掘り溝を設置している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 水系ネットワーク状況図 
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４．営農状況 

水田の耕作者への聞き取り調査により、耕作品種は水稲粳品種「愛のゆめ」(愛

媛県推奨)であった。また、６月１日の水田魚道設置後の営農実施状況は、６月

１３日に代かき、6 月１５日に田植え、7 月２１日～８月６日に中干し、９月

２１日に落水、10 月 10 日～１５日に稲刈りとなっている。 

また、落水後は冬季湛水を実施している。 

 

５．モニタリング調査実施状況 

（１）調査回数 

 水田魚道設置後、湛水時や中干し後における遡上・降下調査等、計８回のモ

ニタリング調査を実施した。 

時 期 営農状況 調査内容 

H22. 6. 1 水田魚道設置  

H22. 6.13 代かき  

H22. 6.15 田植え  

H22. 6.20 除草剤散布  

H22. 6.28～6.29  第 1 回調査(湛水時遡上調査) 

H22. 7.12～7.13  第 2 回調査(湛水時遡上調査) 

H22. 7.21～8.6 中干し  

H22. 7.21～7.22  第３回調査(中干し後降下調査) 

H22. 8. 9～8.10  第４回調査(中干し後遡上調査) 

H22. 8.29～8.30  第５回調査(遡上及び河川調査) 

H22. 9.7  第６回調査(タモ網調査) 

H22. 9.21～ 落水  

H22. 9.21～9.22  第７回調査(落水時下降調査) 

H22.10.５  第８回調査(水田内調査) 

H22.10.10～15 稲刈り  

 

（２）調査項目 

１）魚類及び水生生物調査 

①水田 

・どじょう網(遡上調査)及び受け網(下降調査)による魚類調査 

どじょう網 受け網(落水口７箇所＋魚道登口) 

 

 

 

 

 

 

 

 

g22ia0
テキストボックス
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②排水路 

・タモ網及び定置網による魚類調査 

タモ網 定置網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③河 川 

・カゴ網による魚類調査 

カゴ網 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）水田魚道流況調査 

 水田魚道の流況調査として、下表に示す箇所において水深等の計測を行っ

た。また、各計測位置については、次頁に添付する水田魚道設置状況図を参

照のこと。 

 

魚道内水深(cm) 魚道内流量(m3/s) 

魚道登口水深(cm) 角落とし水深(cm) 

魚道下流水深(cm) 堰板越流水深(cm) 
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（３）調査結果 

①水 田 

 遡上・ 

下降調査

水田内 

調査 
種 

個体数 

(匹) 

体長 

(mm) 

第 1 回(6.28～29) ○ － － － － 

第 2 回(7.12～13) ○ － － － － 

第 3 回(7.21～22) ○ － ヨシノボリ属 １ ３３ 

第 4 回(8.9～10) ○ － － － － 

第 5 回(8.29～30) ○ ○ ドジョウ(死骸) 1 － 

第 6 回(9.7) ○ － － － － 

第 7 回(9.21～22) ○ － メダカ ２ ２５ 

第 8 回(10.5) － ○ メダカ 6 2 0 

 

②排水路  ※定置網：□、タモ網：△ 

 コイ タモ

ロコ

ギン

ブナ

タナ

ゴ 

ドジ

ョウ

ナマ

ズ 

メダ

カ 

ヒメ

ダカ

ヨシ

ノボ

リ属

第 1 回(6.28～29)    △ △ △ △ △  

第 2 回(7.12～13)  △ △  △  □△  □△

第 3 回(7.21～22)      □ □△  □△

第 4 回(8.9～10) △ □ △  △ □ △  △ 

第 5 回(8.29～30)   □  △ △    

第 6 回(9.7)     △ △ △  △ 

第 7 回(9.21～22) △ □△ □ △ □△ □△ □△ △ □△

第 8 回(10.5)       △   

 

③河川  ※タモ網△ 

 コイ タモ

ロコ

ギン

ブナ

タナ

ゴ 

ドジ

ョウ

ナマ

ズ 

メダ

カ 

ヒメ

ダカ

ヨシ

ノボ

リ属

第 1 回(6.28～29)  － － － － － － － － － 
第 2 回(7.12～13) － － － － － － － － － 
第 3 回(7.21～22) － － － － － － － － － 
第 4 回(8.9～10) － － － － － － － － － 
第 5 回(8.29～30) △ △ － △ － － △ － △ 

第 6 回(9.7) － － － － － － － － － 
第 7 回(9.21～22) － － － － － － － － － 
第 8 回(10.5) － － － － － － － － － 
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④水田魚道内水深（ｃｍ） 

 角落

とし 

堰き

板 1

枚目 

堰き

板 2

枚目 

堰き

板 3

枚目 

堰き

板 4

枚目 

管接

続部 

魚道

登口 

魚道

下流 

第 1 回(6.28～29)  － － － － － 1.0 5.0 11.0

第 2 回(7.12～13) － 3.5 3.0 5.7 3.7 4.0 5.8 15.0

第 3 回(7.21～22) 2.0 2.4 2.0 3.5 2.4 2.6 5.0 18.0

第 4 回(8.9～10) 2.0 4.0 4.0 3.0 2.5 5.5 7.0 20.0

第 5 回(8.29～30) 1.5 3.0 3.5 4.0 4.0 4.5 3.0 12.5

第 6 回(9.7) 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.5 15.0

第 7 回(9.21～22) － － － － － － － － 
第 8 回(10.5) － － － － － － － － 
 

⑤水生昆虫   ※排水路：○、落水工：△、水田内：□ 

 
ヒメガムシ 

ハイイロ 

ゲンゴロウ 
ヤゴ ミズカマキリ

第 1 回(6.28～29) － － － － 

第 2 回(7.12～13) － － － － 
第 3 回(7.21～22) － － － － 
第 4 回(8.9～10) － － － － 
第 5 回(8.29～30) － － － － 
第 6 回(9.7) － ○ － － 

第 7 回(9.21～22) △ ○△ － － 

第 8 回(10.5) － □ □ □ 
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６．考察（ドジョウの遡上が確認されなかった原因） 

 今回、水田魚道の遡上調査では残念ながら魚種を確認できなかったものの、

降下調査ではヨシノボリ属（第３回）とメダカ（第７回）を確認することがで

きた。このことから、水田魚道からの遡上もしくは取水源であるため池から給

水栓を通して流入したものでないかと推測される。 

 コウノトリのエサとして有望視されるドジョウについては、水田内に死骸が

１匹のみ確認されたが、それ以外は確認できなかった。 

 以下で、遡上が少なかったことについて考察する。 
 

①設置場所における用排水系統及び水利慣行                   

 今回設置した水田魚道は、地元要望や設置に関し意欲的な耕作者が所有する

水田に設置するという前提条件に基づき設置しているため、用排水系統や水利

慣行（代かき・中干し時期等）がドジョウの生活史に適合したものとなってい

なかった状況が推測される（例：ドジョウの産卵が終わった６月上旬に堪水を

開始している）。特に、排水路においては河川接続部に落差工があることや、水

田魚道設置箇所が排水路の上流部に位置することから、河川や排水路網を含め

た水系ネットワークが形成されていなかったことがドジョウの遡上に影響を与

えたものと推測される。 

  

②魚道の構造                               

 水田魚道の設置にあたり「水田魚道づくりの指針」等を参考に、専門家の指

導のもと、設置勾配、流量、魚道の水没深さ等を設定した。遡上しなかった結

果を踏まえ、魚種が遡上しやすい堰板の作成や水田と魚道のコネクト部の改良、

そして水深や流速を調整するなどの工夫がその都度必要と思われる。また、今

回設置した波付丸型の他、比較材料としてタイプの異なる水田魚道（例：波付

U 型等）を設置することにより、より多くの遡上効果を把握することができる

ものと思われる。以上の内容について、耕作者である農家の協力が不可欠であ

ることから、農家が水田魚道に対して本気で取り組めるポイントを整理するこ

とが今後必要になると思われる。 
 

③営農との両立を図った維持管理                       

 先ず水稲を営むための維持管理を前提とした上で、用水管理の指標（水深、

水温、水質等）の整理、水田魚道の入口にあたる排水路での水深の確保とドジ

ョウが好む底泥の堆積を目的とした土のうの設置（第６回調査）をしたように、

水田に遡上する前の生息環境の創出を行うことが必要であると思われる。さら

に今回の調査水田で設置した中干し期に避難できる素掘り溝のように、ドジョ

ウ等が水田に遡上した後の生息環境の維持など、維持管理への負担を考えた上

で様々な創意工夫を行うことが必要であると思われる。 

 また、末端用水路の形状（開水路、管水路）により、維持管理頻度が異なる

ことから、これらも踏まえ営農計画と整合を図った水田魚道の維持管理計画の

策定が重要であると思われる。 
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田んぼのまわりの生き物図鑑

田んぼまわりの生き物

16.メダカ 17.カダヤシ(外) 18.オオクチバス(外)

13.カラドジョウ(外) 14.ナマズ 15.スジシマドジョウ小型種(山陽型)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

10.タイリクバラタナゴ(外) 11.ドジョウ 12.スジシマドジョウ中型種

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

7.ギンブナ ８．コイ ９．ヤリタナゴ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

4.ヌマムツ 5.タモロコ 6.モツゴ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

1.スナヤツメ 2.ドンコ 3.オイカワ
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田んぼのまわりの生き物図鑑

田んぼまわりの生き物

34.マルタニシ 35.カワニナ 36.カワヒバリガイ属(外)

31.イシガメ 32.クサガメ 33.スクミリンゴガイ(外)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

28.ツチガエル 29.シュレーゲルアオガエル 30.モリアオガエル

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

25.ナゴヤダルマガエル 26.ウシガエル(外) 27.ヌマガエル

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

22.ヤマアカガエル 23.ニホンアカガエル 24.トノサマガエル

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

19.ブルーギル(外) 20.カスミサンショウウオ 21.ニホンアマガエル

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要
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田んぼのまわりの生き物図鑑

田んぼまわりの生き物

52.ノスリ 53.ナベヅル 54.タゲリ

49.サギ類(チュウサギ） 50.トビ 51.サシバ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

46.ゲンゴロウ 47.ガムシ 48.ゲンジボタル

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

43.アキアカネ 44.タガメ 45.タイコウチ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

40.モクズガニ 41.クロイトトンボ 42.ナツアカネ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

37.ドブガイ 38.ヌマエビ 39.アメリカザリガニ(外)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要
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田んぼのまわりの生き物図鑑

田んぼまわりの生き物

70.ナズナ(春の七草) 71.ハハコグサ(春の七草) 72.コハコベ(春の七草)

67.ネズミムギ･ホソムギ(外) 68.キシュウスズメノヒエ(外) 69.セリ(春の七草)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

64.シバムギ(外) 65.シナダレスズメガヤ(外) 66.オニウシノケグサ(外)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

61.オオフサモ(外) 62.クロモ 63.カモガヤ(外)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

58.ホンドタヌキ 59.ホンドイタチ 60.ホテイアオイ(外)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

55.ケリ 56.ツバメ 57.カヤネズミ

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要
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田んぼのまわりの生き物図鑑

田んぼまわりの生き物

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

73.コオニタビラ(春の七草) 74.カブ(春の七草) 75.ダイコン(春の七草)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

76.ハギ(秋の七草) 77.ススキ(秋の七草) 78.クズ(秋の七草)

写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要 写真orイラスト　必要

79.カワラナデシコ(秋の七草) 80.オミナエシ(秋の七草) 81.フジバカマ(秋の七草)

82.キキョウ(秋の七草)
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田んぼのまわりの生き物図鑑　写真引用・提供者リスト

【引用】

【提供】

 (株)ジルコ 79

岡山理科大学総合情報学部生物地理システム学科植物生態研究室（波田研）
ホームページ
植物雑学事典
http://had0.big.ous.ac.jp/index.html

 76

写真引用・提供団体及び提供者 写真番号

 中国四国農政局  2，3, 4，5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12，14, 15, 16,
17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 56

技研興業㈱ホームページ
水生植物図鑑
http://www.gikenko.co.jp/seihin/plant/database/index.html

 61

(独)農業･食品産業技術総合研究機構　畜産草地研究所　ホームページ
写真でみる外来雑草
http://nilgs.naro.affrc.go.jp/db/weedlist/title.html

 64

(独)農畜産業振興機構　ホームページ
野菜図鑑
http://www.alic.go.jp/vegetable/index.html

 74, 75

浜野龍夫・伊藤信行・山本一夫編著（2008年）；「水辺の小わざ」；山口県
土木建築部河川課  33

岐阜大学教育学部理科教育講座　地学教室　ホームページ
理科教材データベース　昆虫図鑑
http://chigaku.ed.gifu-
u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/seibutsu/doubutsu/500KonchuTop/index.html

 43

飯田市環境情報ホームページ
飯田市環境チェッカー　指標動植物調査　指標動植物一覧
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/kankyo/event/checka/survey_list
.htm

 59

環境省自然環境局生物多様性センター　ホームページ
第２回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査) 動物分布調査(両生類･は虫類)報告書
日本の重要な両生類･は虫類の分布 全国版
http://www.biodic.go.jp/reports/2-19/

 20

山口県ホームページ
レッドデータブック山口　山口県の絶滅のおそれのある野生生物
http://eco.pref.yamaguchi.jp/rdb/

 59

岡山県ホームページ
岡山県版レッドデータブック2009　絶滅のおそれのある野生生物
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/sizen/reddatabook/

 25

大阪府環境農林水産総合研究所　水生生物センターホームページ
http://www.epcc.pref.osaka.jp/afr/fish/fish.html  13

滋賀県生きもの総合調査委員会編（2006年）；滋賀県で大切にすべき野生生
物－滋賀県レッドデータブック2005年版- ； サンライズ出版  38

（財）リバーフロント整備センター編（1996年）；「川の生物図典」；
（株）山海堂  22，40, 49, 50, 54, 57, 58, 68, 69

（財）自然環境研究センター編；「田んぼの生きもの調査　カエル　外来生物　水
生昆虫編　(東日本編)」；（社）農村環境整備センター  21, 36, 60

農林水産省ホームページ
別紙1   農村地域の生き物たち （用水路・排水路・水田及び小水路・ため池）
http://www.maff.go.jp/j/nousin/jikei/keikaku/tebiki/01/ref_data1.html

 1, 15, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42,
 44, 45, 46, 47, 48, 62

引用文献等 写真番号

林弥栄編著（1992年）；山渓カラー名鑑　日本の野草；（株）山と渓谷社  63, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 80, 81,
 82

高野伸二編著（1991年）；山渓カラー名鑑　日本の野鳥；（株）山と渓谷社  51, 52, 53, 55, 56
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稚魚類の見分け方

メダカ

ドジョウ

出典:田んぼの生きもの調査2009

第一背びれ

吻部

胸びれ

第二背びれ

側線

体長

腹びれ 尻びれ

尾ひれ

黒っぽい

成魚の大きさ2～4cm

口は上向き

目が大きく
横に広がる

黄色っぽい
こげ茶

背びれは後
方に寄る

尾びれに切れ
込みがない

ひげは5対、
計10本

体色は褐色

成魚の大きさ8～10cm

魚体の名前の呼び名について
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間違いやすい田んぼ廻り魚類の見分け方（在来種と外来種）

・尻びれの幅がひろい ・尻びれの幅がせまい

・背びれがうしろにある ・背びれが少し前にある

・口が上向き ・尾ひれが小さくて丸い

出典:(財)リバーフロント整備センター(1996)，『川の生物図典』，山海堂

特徴 特徴

メダカ
（ダツ目メダカ科）

在来種

カダヤシ
（カダヤシ目カダヤシ科）
外来種（特定外来）

　ワンドなどの流れがゆるやか
な場所でくらし、プランクトン
や小さな虫をたべる。
水草や藻に卵を産みつける。

　北アメリカからの外来種で用
水路やワンドなどで見られる。
プランクトンや小さな虫、藻な
どをたべる。
メスのおなかの中で卵がかえ
り、こどもがうまれる。

背びれ

尻びれ

オス

メス

背びれ

尻びれ

尾ひれ
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間違いやすい田んぼ廻り魚類の見分け方（在来種と外来種）

出典:(財)リバーフロント整備センター(1996)，『川の生物図典』，山海堂

　中国や朝鮮半島からの外来種で、養殖のために輸入されたド
ジョウに混ざって持ちこまれたものが、放流されたり逃げだした
りして川や用水路にすみついている。
　在来のドジョウと食べ物やすみかが同じなので、ドジョウとの
競合が心配されている。

　川の下流や用水路の砂底や泥底にすみ、藻類や小さな虫、イト
ミミズなどをたべる。
　田んぼや川の岸辺の浅いところで卵をうむ。

　ドジョウ（コイ目ドジョウ科）在来種

　カラドジョウ（コイ目ドジョウ科）外来種（要注意）

口ひげ10本

（短い）

細長いからだ
黒い点がある

口ひげ10本

（長い）

尾のつけねが幅広い
黒い点がない
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水路に棲む魚類と貝類の意外な共生関係

　水路に生息するタナゴ類ーヨシノボリ類ー二枚貝は上図
のように、お互いが生息に必要な関係（産卵・捕食・寄
生）にあり、どの種がかけても生育していくことが出来な
い。

魚類と貝類の種間関係

ヨシノボリ類等

二枚貝

タナゴ類

成魚

産

卵

脱

出

ｸﾞﾛｷﾃﾞｨｳ

ﾑ幼生

放

出
寄

生

寄生したまま上流へ運搬される

捕

食

脱落・着底

稚貝

タナゴ類稚魚
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中国四国版　RDB

◆中国四国９県のレッドデータブック策定年次(改訂）

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

◆環境省県RDBカテゴリー（1997年策定）

表記

EX

EW

DD

LP

◆鳥取県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

DD

OT

絶滅のおそれのある地域個体群

絶滅危惧Ⅱ類 VU

絶滅の危機が増大している種
現在の状態がもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの

区分

準絶滅危惧 NT

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度が小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

情報不足

絶滅

野生絶滅

EN

区分

準絶滅危惧

絶滅

野生絶滅

絶滅危惧Ⅰ類

　絶滅危惧ⅠA類

　絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

CR＋EN
絶滅の危機に瀕している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

絶滅の危険が増大している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの

NT

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高い
もの

ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの

VU

CR

絶滅危惧Ⅰ類

概要

その他の保護上重要な種

H14.3

H15.3

H15.3

2001

H16.3

H22.3

H16.3

H14.3

H12.2(植物)、H14.1(動物)

我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

絶滅の危機に瀕している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

CE＋EN

情報不足

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

評価するだけの情報が不足している種

飼育・栽培下でのみ存続している種

鳥取県では既に絶滅したと考えられる種

鳥取県の地理的な自然特性等から保護上重要度の高い種

評価するだけの情報が不足している種

概要

野生では絶滅し、飼育下でのみ存続している種
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◆島根県RDBカテゴリー

表記

EX

DD

◆岡山県RDBカテゴリー

表記

－

－

－

－

－

－

◆広島県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

DD

概要

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

野生絶滅

留意

情報不足

絶滅危惧Ⅰ類

評価するだけの情報が不足している種

区分

絶滅

野生絶滅

準絶滅危惧

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅危惧Ⅱ類

区分

情報不足

区分

絶滅

VU

絶滅危惧Ⅰ類

NT

絶滅のおそれはないが、岡山県として記録しておく必要が
あると考えられる種－

CR＋EN
絶滅の危機に瀕している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

存在基盤が脆弱な種

絶滅の危険が増大している種

絶滅の危機が増大している種
現在の状態をもたらしている圧迫要因が引き続き作用する
場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行すること
が確実と考えられるもの

飼育・栽培下でのみ存続している種

広島県ではすでに絶滅したと考えられる種

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度が小さいが、生息・生育条件の変化
によっては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素
を有するもの

絶滅の危機に瀕している種
　現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

絶滅の危険が増大している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの

概要

概要

CR＋EN

飼育・栽培下でのみ存在している種

すでに絶滅したと考えられる種

本県ではすでに絶滅したと考えられる種絶滅

絶滅危惧Ⅱ類 VU

準絶滅危惧 NT

野生絶滅

飼育・栽培下でのみ存続している種
過去に本県に生息したことが確認されており、飼育・栽培
下では存続しているが、本県において野生ではすでに絶滅
したと考えられる種

EW

情報不足 評価するだけの情報が不足している種

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

評価するだけの情報が不足している種

絶滅の危機に瀕している種
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◆山口県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

CR＋EN

VU

NT

DD

LP

◆徳島県RDBカテゴリー

表記

EX

CR＋EN

VU

DD

LP

◆香川県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

　絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅰ類

現時点では絶滅の危険度は小さいが、生息条件の変化に
よっては、上位のランクに移行する可能性があるもの
絶滅の危険度は高くないが、生息に特定の環境条件が必要
なもの徳島県固有種、分布局限種等

　絶滅危惧ⅠA類

地域個体群

留意

絶滅

野生絶滅

絶滅

野生絶滅

区分

絶滅

絶滅危惧Ⅱ類

情報不足

準絶滅危惧

絶滅のおそれのある地域個体群

区分

香川県ではすでに絶滅したと考えられる種あるいは亜種

飼育・栽培下でのみ存続している種あるいは亜種

情報不足 DD

AN

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足

NT

評価するだけの情報が不足している種

絶滅の危機が増大している種

絶滅の危機に瀕している種

現時点では絶滅危険度が小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

絶滅危惧Ⅰ類

区分

EN

概要

地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの

評価するだけの情報が不足している種

CR

徳島県ではすでに絶滅したと考えられる種

概要

ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの

我が国ではすでに絶滅したと考えられる種

概要

ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高い
もの

絶滅の危機に瀕している種

飼育・栽培下でのみ存続している種

県内において評価するだけの情報が不足しているが、今後
注意を要するもの

存続基盤が脆弱な種

絶滅の危険が増大している種

絶滅危惧Ⅰ類 CR＋EN
絶滅の危機に瀕している種あるいは亜種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

準絶滅危惧 NT

存続基盤が脆弱な種あるいは亜種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

絶滅危惧Ⅱ類 VU

絶滅の危機が増大している種あるいは亜種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧I類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの
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◆愛媛県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

DD

LP

－

◆高知県RDBカテゴリー

表記

EX

EW

DD

LP絶滅のおそれのある地域個体群 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

区分

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

情報不足 評価するだけの情報が不足している種

絶滅危惧Ⅱ類 VU

絶滅の危険が増大している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの

準絶滅危惧 NT

ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの　絶滅危惧ⅠB類

区分

EN

概要

概要

野生絶滅 飼育・栽培下でのみ存続している種

絶滅 愛媛県ではすでに絶滅したと考えられる種

　絶滅危惧ⅠA類 CR ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高い
もの

CR＋EN
絶滅の危機に瀕している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの

　絶滅危惧ⅠA類 CR ごく近い将来における野生での絶滅の可能性が極めて高い
もの

　絶滅危惧ⅠB類 EN ⅠA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の
危険性が高いもの

絶滅危惧Ⅰ類

絶滅危惧Ⅱ類 VU

絶滅の危険が増大している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが
確実と考えられるもの

準絶滅危惧 NT

存続基盤が脆弱な種
現時点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」として上位ランクに移行する要素を有す
るもの

情報不足 評価するだけの情報が不足している種

絶滅のおそれのある地域個体群 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれの高いもの

その他特記種 その他のカテゴリーには該当しないが、特記すべきもの

絶滅 本県ではすでに絶滅したと考えられる種

野生絶滅 飼育・栽培下でのみ存続している種

絶滅危惧Ⅰ類 CR＋EN
絶滅の危機に瀕している種
現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場
合、野生での存続が困難なもの
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魚類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
スナヤツメ
Lethenteron reissneri
ドンコ
Odontobutis obscura obscura 
オイカワ
Zacco platypus
ヌマムツ
Zacco sieboldii 
タモロコ
Gnathopogon elongatus elongatus
モツゴ
Pseudorasbora parva
ギンブナ
Carassius auratus langsdorfii
コイ
Cyprinus carpio
ヤリタナゴ
Tanakia lanceolata
ドジョウ
Misgurnus anguillicaudatus
スジシマドジョウ中型種
Cobitis sp.3
ナマズ
Silurus asotus
スジシマドジョウ小型種山陽型
Cobitis sp. 2 subsp. 1
メダカ
Oryzias latipes

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

CR

VU

VU

VU

NT VU NTVU 留意 CR+EN EN VU

絶Ⅰ

NT NT CR+EN準絶

留意 EN VU VU NT

EN

VU

コイ科 NT 準絶 AN CR+EN EN

コイ科

VU

コイ科

コイ科 VU AN NT

コイ科 DD NT NT

コイ科 CR AN VU

コイ科

ハゼ科 NT

CRCRCR+EN

ドジョウ科

ドジョウ科

ナマズ科

トゲウオ科

メダカ科

和名・学名 科目

ヤツメウナ
ギ科 VU VU 絶Ⅱ CR+EN VU
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両生類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
カスミサンショウウオ
Hynobius neblosus neblosus 
ニホンアマガエル
Hyla japonica
ヤマアカガエル
Rana ornativentris
ニホンアカガエル
Rana japonica
トノサマガエル
Rana nigromaculata
ナゴヤダルマガエル
Rana porosa brevipoda
ヌマガエル
Rana limnocharis
ツチガエル
Rana rugosa
シュレーゲルアオガエル
Rhacophorus schlegelii
モリアオガエル
Rhacophorus arboreus

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

EN

NT

VUNT VU VU CR+ENVU 絶Ⅰ VU CR

アマガエル
科

アカガエル
科

アカガエル
科 NT NT VU NT NT

アカガエル
科 留意 NT NT NT VU

アカガエル
科 絶Ⅰ CR+EN CR+EN CR+EN

アカガエル
科

アカガエル
科 DD

アオガエル
科 留意

アオガエル
科 NT 絶Ⅱ NT

和名・学名 科目

サンショウ
ウオ科
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爬虫類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
イシガメ
Mauremys japonica
クサガメ
Chinemys reevesii

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

DD

イシガメ科

VUイシガメ科 DD 絶Ⅱ NT NT VU NT

和名・学名 科目
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貝類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
マルタニシ
Cipangopaludina chinensis laeta
カワニナ
Semisulcospira libertina
ドブガイ
Anodonta woodiana

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

NTタニシ科 NT 準絶 DD VU

カワニナ科

イシガイ科 NT

和名・学名 科目
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甲殻類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
ヌマエビ
Paratya compressa compressa
モクズガニ
Eriocheir japonicus

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

イワガニ科 VU

ヌマエビ科 留意

和名・学名 科目
カテゴリー
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昆虫類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
クロイトトンボ
Cercion calamorum
ナツアカネ
Sympetrum darwinianum
アキアカネ
Sympetrum frequens
タガメ
Lethocerus deyrolli
タイコウチ
Laccotrephes japonensis
ゲンゴロウ
Cybister japonicus
ガムシ
Hydrophilus acuminatus
ゲンジボタル
Luciola cruciata

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

NT

VU

イトトンボ
科

トンボ科

VU

トンボ科

コオイムシ
科 VU VU 準絶 CR+EN VU CR+EN CR+EN

CR+EN

CR

タイコウチ
科

ゲンゴロウ
科 VU VU 準絶 NT VU CR+EN CR+EN CR

ガムシ科 VU

ホタル科

和名・学名 科目

117



鳥類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
チュウサギ
Egretta intermedia intermedia 
トビ
Milvus migrans
サシバ
Butastur indicus
ノスリ
Buteo buteo
ナベヅル
Grus monacha
タゲリ
Vanellus vanellus
ケリ
Vanellus cinereus
ツバメ
Hirundo rustica

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

VU

NT

VU

NTサギ科 NT 絶Ⅱ NT VU NT NT

NT

NT

タカ科

タカ科 NT CR+EN 絶Ⅱ DD VU CR+EN

VU

VU

タカ科 NT 準絶 NT VU

ツル科 DD 情報
不足 CR VU VU CR

チドリ科 NT NT

チドリ科 NT CR

ツバメ科

和名・学名 科目
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哺乳類

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
カヤネズミ
Micromys minutus japonicus
ホンドタヌキ
Nyctereutes procyonoides viverrinus
ホンドイタチ
Mustela itatsi itatsi

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

カテゴリー

NT NTイタチ科 NT NT 情報
不足 NT

和名・学名 科目

イヌ科

NTネズミ科 準絶
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植物

鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 環境省
クロモ
Hydrilla verticillata
セリ(春の七草)
Oenanthe javanica
ナズナ(春の七草)
Capsella bursa-pastoris
ハハコグサ(春の七草)
Gnaphalium affine
ハコベ(春の七草)
Stellaria media
コオニタビラ(春の七草)
Lapsana apogonoides
カブ(春の七草)
Brassica rapa var.glabra
ダイコン(春の七草)
Raphanus sativus
ハギ(秋の七草)
Lespedeza sp.
ススキ(秋の七草)
Miscanthus sinensis
クズ(秋の七草)
Pueraria lobata
カワラナデシコ(秋の七草)
Dianthus superbus var.longicalycinus
オミナエシ(秋の七草)
Patrinia scabiosaefolia
フジバカマ(秋の七草)
Eupatorium japonicum
キキョウ(秋の七草)
Platycodon grandiflorum

※カテゴリーの概要は各県によって異なる。

NT

VU

和名・学名 科目
カテゴリー

VU NTキキョウ科 VU CR+EN NT VU NT

トチカガミ
科 VU

セリ科

アブラナ科

キク科

ナデシコ科

キク科

アブラナ科

アブラナ科

マメ科

イネ科

マメ科

NT NT

ナデシコ科

オミナエシ
科 CR+EN

CRキク科 CR+EN 準絶 CR+EN CR+EN
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外来生物(農業農村整備事業における生態系配慮の技術指針（H19.3）より)

分類群 和名 区分 学名 科目

タイリクバラタナゴ 要注意 Rhodeus ocellatus ocellatus コイ科

カラドジョウ 要注意 Misgurnus mizolepis ドジョウ科

カダヤシ 特定外来 Gambusia affinis カダヤシ科

オオクチバス 特定外来 Micropterus salmoides サンフィッシュ科

ブルーギル 特定外来 Lepomis macrochirus サンフィッシュ科

両生類 ウシガエル 特定外来 Rana catesbeiana アカガエル科

スクミリンゴガイ 要注意 Pomacea canaliculata リンゴガイ科

カワヒバリガイ属 特定外来 Limnoperna sp. イガイ科
甲殻類 アメリカザリガニ 要注意 Procambarus clarkii アメリカザリガニ科

ホテイアオイ 要注意 Eichhornia crassipes ミズアオイ科

オオフサモ 特定外来 Myriophyllum brasiliense アリノトウグサ科

カモガヤ 要注意 Dactylis glomerata イネ科

シバムギ 要注意 Elymus repens イネ科

シナダレスズメガヤ 要注意 Eragrostis curvula イネ科

オニウシノケグサ 要注意 Festuca arundinacea イネ科

ネズミムギ 要注意 Lolium multiflorum イネ科

ホソムギ 要注意 Lolium perenne イネ科

キシュウスズメノヒエ 要注意 Paspalum distichum イネ科
※特定外来生物：その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、違反すると罰則がある。
　要注意外来生物：規制がかかる生物ではないが、取り扱いには注意が必要。

魚類

貝類

植物
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※表紙写真について 

1.子どもとの代掻き(えんたのれんこん推進会議より提供) 

2.小学生による魚の捕獲作業(中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所より提供) 

3.源五郎米(たんぼでがんぼーHP より引用) 

4.コウノトリ（日鷹一雅(2010) 『私たちの自然 2010 年 11 月号』「随筆」 

「揺れる生物多様性への“まなざし”の行方」） 

5.どじょううどん 

※１～5：上から時計回りの順 




